
入出港 海上

第11回
第12回
第18回
第21回

ＷＧ
基本

Ⅳ-5-５-(1)
海上における入出港業務の見直し（１）

・ 港湾サブシステムのＮＡＣＣＳ統合（乗員上陸許可支援システムとの連携強化）を行うとともに、あわせて海上入出港業務
について、 Ｗｅｂインタフェースの導入 や １船舶あたりの運航情報件数の拡大 等の見直しを行い、必要な改善を実施する。

詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様

1 港湾サブシステムの
ＮＡＣＣＳ統合

港長、港湾管理者等に対する入出港手続きを処理するシステムとして、平
成20年10月から港湾サブシステムを稼働しているが、同システムには
バックアップ機能が無いこと、ＮＡＣＣＳ本体と業務処理が分かれてい
るために関係省庁等からの格納通知等の統一化が行われていないこと等
の問題がある。

ＮＡＣＣＳ本体への統合を図り、効率的なハードウェアの利用、
バックアップセンターの設置等を行う。また、本体への統合を機に
業務処理の見直しを行い、更に利便性に優れたシングルウィンドウ
サービスを実現する。

2 入 国 管 理 局 関 連 業
務のＮＡＣＣＳ統合
化

入港前統一申請業務は入港前に必要な関係省庁等に対する申請をまとめて
できる業務であるが、法務省（乗員上陸許可支援システム）向けの手続き
は入港通報のみが対象であり、「乗員上陸許可申請（ＣＲＷ０３）」業務
は別業務で申請する必要がある。

乗員上陸許可申請（ＣＲＷ０３）業務を、入港前統一申請業務の対
象とする見直しを実施する。

3 システム統合等に伴
う機能改善

１．照会業務
現在は、ＮＡＣＣＳ本体と港湾サブシステムで別々の照会業務を提供

している。更に、乗員上陸許可申請の情報を照会する際には、「届出申
請一覧呼出し（ＣＲＷ０１）」業務及び「届出申請情報照会（ＣＲＷ０
２）」業務を行う必要がある。

２．書類番号等の見直し
現在、入出港に関係する業務を実施した際、システムで複数の書類番

号を払いだす仕組みとなっており、運用の複雑化を招いている。

３．格納通知等の見直し
現行では、システム処理が分かれているため、１業務の入力に対して

複数の通知情報（処理結果通知、格納通知、受信確認通知）が申請者宛
てに出力される。このため、申請結果の確認作業が煩雑となっている。

１．照会業務
「申請状態確認（ＪＳＳ）」業務、「届出申請一覧呼出し（Ｃ

ＲＷ０１）」業務及び「届出申請情報照会（ＣＲＷ０２）」業
務を廃止し、「入出港届等照会（ＩＶＳ）」業務に統合する。

２．書類番号等の見直し
書類番号について統一化を図る。

３．格納通知等の見直し
格納通知、受信確認通知を処理結果通知へ集約する。
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詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様

4 Ｗｅｂインターフェースの
導入

海上の入出港業務は、パッケージソフトから利用が可能となって
いるが、利用者からは、Ｗｅｂ化して欲しいとする要望が寄せら
れている。

下記の入出港業務についてＷｅｂ化を実現する。
・ 現行内航船業務（ＪＰＴ業務等（Ｊ業務））
・ 現行外航船業務（ＶＴＸ０１業務等（Ｂ業務＊））
・ 港湾管理者業務（ファイル申請業務等（Ｋ業務））

＊ Ｂ業務は、事前情報を利用せず申請を行う業務

※ 上記業務はパッケージソフトの提供は廃止する。

5 呼出し機能の充実 入港前統一申請（ＶＰＸ）、入港届等（ＶＩＸ）、出港届等（ＶＯ
Ｘ）業務で登録した情報は、入港前統一申請Ｂ（ＶＰＴ）、入港
届等Ｂ （ＶＩＴ）、出港届等Ｂ（ＶＯＴ）業務で呼び出すことが
できない。

ＶＰＸ、ＶＩＸ、ＶＯＸ業務等により事前に登録した情報の呼び出
しを可能とする業務を新設する。

6 出力レイアウトの見直し 入出港・港湾関連手続業務において、官利用者と民利用者で出力
される内容やレイアウトが異なっており、問い合わせ等において
確認に時間を要する等の問題が生じている。

Ｗｅｂインターフェースの入出港・港湾関連手続業務の画面におい
て、民利用者と官利用者で出力内容やレイアウトを合わせる。なお、
ＮＡＣＣＳパッケージソフトについては、レイアウト変更が難しい
ことから現行どおりとする。

7 寄港順序入替方法の見直し ＶＴＸ０１の運航情報を訂正する場合は、変更となる寄港順序を
すべて書き換える必要があるため、変更が簡単にできない。

本邦寄港順序の入力欄を追加し、寄港順に１から連番に入力するこ
とにより船舶運航情報に登録できるようにし、寄港順の変更がある
場合は、当該連番を書き換えることで変更を可能とする。

入出港 海上

第11回
第12回
第18回
第21回

ＷＧ
基本

Ⅳ-5-５-(1)
海上における入出港業務の見直し（２）

【基本 Ⅳ‐6‐10 】

【基本 Ⅳ‐6‐10 】
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詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様

8 １船舶あたりの旅客数の
拡大

１船舶で登録可能な旅客数は最大3,000人となっている。 登録可能な旅客数を8,000人までとする。

9 ＶＴＸ０２業務等の入力
項目の追加

「乗組員情報登録（ＶＴＸ０２）」業務等において性別を入力する
項目がない。

ＶＴＸ０２業務等に性別を任意項目として追加する。

10 保障契約書番号の桁数拡
大

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務における保障契約書番号の入力
可能桁数は20桁となっている。

入力可能桁数を30桁とする。

11 保障契約情報における通
貨コードの必須化

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等において、保障契約情報の
「保障限度額単位１,２」の通貨コードは任意入力項目となっている。

次のとおり入力項目の見直しを実施する。
・保障限度額が入力された場合、保障限度額単位を必須とする。
・保障限度額単位が入力された場合、保障限度額を必須とする。

12 港長と港内交通管制室へ
同時申請の可能化

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等において、申請先の入力欄が
１つしかないため、港長宛と港内交通管制室宛の申請が同時にでき
ない。

ＶＰＸ業務等に「港内交通管制室」欄を追加する。当該変更に伴い、
ＩＶＳ業務にも「港内交通管制室」欄を追加する。

13 危険物の作業種別の
チェック変更

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等において、危険物荷役許可申
請と停泊場所指定願の届出を行う際に「危険物の作業種別」として
「ＬＬＯ：積込み」が使用出来ない。

「危険物の作業種別」として「ＬＬＯ：積込み」についても使用可能
とする。

14 入国管理局宛ての乗組員
情報登録業務におけるマ
ニュアル扱い

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等による入国管理局への入港通
報の際、乗組員情報処理識別欄で「システム」と「マニュアル」を
選択できるが、入国管理局は「マニュアル」を受け付けていない。

ＶＰＸ業務等による入国管理局への入港通報の際、乗組員情報処理識
別欄について、「マニュアル」で送信した場合はエラーとする。

15 過去申請情報の参照 申請情報のオンライン保存期間は30日となっている。 オンライン保存期間を30日から6３日とする。

入出港 海上

第11回
第12回
第18回
第21回

ＷＧ
基本

Ⅳ-5-５-(1)
海上における入出港業務の見直し（３）
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詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様

16 外航バース、内航バース
チェックの追加

「船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）」業務等において、バースコー
ドを入力する項目に対し、外航バースか内航バースのチェックを
行っていないため、出港届提出時にエラーとなる場合がある。

ＶＴＸ０１業務等において、バースコードを入力する際、使用可能な
コードか否かのチェックを追加する。

17 乗員情報、旅客情報の入
力方法の改善

「乗組員情報登録（ＶＴＸ０２）」業務等において、乗員情報や旅
客情報を登録する際、途中行に空欄があると登録できない。

乗員情報や旅客情報の登録において、途中行に空欄があった場合もエ
ラーとせず登録を可能とする。また、「旅客情報登録（ＶＴＸ０
３）」業務において、1,500人を超えたページまたがりの旅客情報の一
部を削除した場合は、旅客明細を繰り上げて登録する。

18 次航海における旅客
情報や船用品情報が
無い場合への対応

「旅客情報登録（ＶＴＸ０３）」業務及び「船用品情報登録（ＶＴ
Ｘ０４）」業務では削除ができない。

ＶＴＸ０３業務、ＶＴＸ０４業務で削除を可能とする。

19 危険物荷役許可情報の英
語表記

「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等の港長宛の申請に対する回答
通知について、回答通知コードの一部が日本語表記となっている。

回答通知コードについて、英語表記となるよう変更する。

20 １船舶あたりの運航
情報件数の拡大

現在、運航情報は、船舶単位に一つのみ登録することができる。一
方、短期間で複数の航海を行う船舶は、前航海が終わる前に次の運
航情報を登録する必要があるが、システムでは対応できない状態と
なっている。

「船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）」業務において、航海番号単位に
よる複数の運航情報登録を可能とする。
「入港前統一申請（ＶＰＸ）」、「入港届等（ＶＩＸ）」、「出港届
等（ＶＯＸ）」業務を実行する場合は、使用したい運航情報に登録し
た航海番号を入力する。

21 「 と ん 税 等 納 付 申 告
（ ＴＰＣ）」業務におけ
るチェック機能の追加

事前申請を行わなければ、船舶運航者は申告者として認められない
にも関わらず、ＴＰＣ業務の船舶運航者の欄は必須入力になってい
ないため、事前申請を行わなくても送信が可能となっている。ＴＰ
Ｃ業務画面で事前申請の有無を入力できる欄を追加し、事前申請を
していない状況で船舶運航者コードを入力した際にエラー表示が出
るようにしてほしい。

ＴＰＣ業務における入力チェックを変更する。
①入力項目に「特別納税義務者の有無」の入力欄を追加する。

「入力項目／0：無し 、1：有り 」
②特別納税義務者である場合、船舶運航者の入力を必須とする。

22 「不開港出入許可申請
（ＣＰＣ）」業務におけ
る船舶基本情報と純トン
数との一致

ＣＰＣ業務において、船舶基本情報に登録されている純トン数と入
力した純トン数とのチェック機能が無い。

入力された純トン数が、船舶基本情報に登録されている純トン数と同
一でない場合、エラーとするよう変更する。

入出港 海上

第11回
第12回
第18回
第21回

ＷＧ
基本

Ⅳ-5-５-(1)
海上における入出港業務の見直し（４）

【基本 Ⅳ‐6‐10 】
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詳細仕様検討結果

入出港 海上

第11回
第12回
第18回
第21回

ＷＧ
基本

Ⅳ-5-５-(1)
海上における入出港業務の見直し（５）

No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果

23 申請先官署（港内交通管制
室）の宛先の細分化

事前通報については、「港長」宛てにしか申請することが出来な
い。

事前通報を複数の宛先に同時申請ができるよう申請先（事前通報用
の海上交通センター（名古屋、備讃瀬戸、関門海峡））の追加を行
う。

24 出港届時の項目分割 出港届では、停泊場所を入力する項目が一つ（出港停泊場所（出
港時）の項目）のため、対象の項目にバースコードを入力した際
は、全て着岸場所コード欄への出力となっている。（入港届、入
出港届、出港届で共通の画面・帳票となっているため。）

出港届において、停泊場所に入力したコードがびょう泊の場合は、
びょう泊場所コードの欄に表示するようにする。また、それ以外に
ついては、着岸場所コードの欄への出力とする。

25 受委託件数の拡大 １船会社単位に受委託関係を登録可能な港数は、最大１００件で
ある。

１船会社単位に受委託関係を登録可能な港数を、最大２００件とす
る。

26 備考欄の見直し 税関・入国管理局に送付する申請に関しては、同一の備考項目に
て送付を行っている。また、照会結果画面では、一つの備考項目
を全ての宛先にて出力している。

入国管理局宛ての備考欄追加を行う。また、照会業務については、
申請・宛先ごとに備考欄を追加する。

27 内航船船舶情報の保存期間
の変更

内航船の船舶基本情報については、永年保存としている。 内航船の船舶基本情報については、保存期間を３６５日間とする。
なお、保存期間中に訂正を行った場合及び、内航船船舶基本情報を
使用して申請をした場合、該当の船舶基本情報の保存期間を365日
間延長する。

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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入出港 海上

第11回
第12回
第18回
第21回

ＷＧ
基本

Ⅳ-5-５-(1)
海上における入出港業務の見直し（６）

No. 検討事項 変更／追加の概要

28 「とん税等納付申告（WＰＣ）」業務の
納付方法の変更

「とん税等納付申告（ＴＰＣ）」業務において選択できる納付方法は、“直納、リアルタイム口座、およびマルチペイン
メントネットワーク”の３つがあるが、ＷｅｂＮＡＣＣＳで提供する「とん税等納付申告（WＰＣ）」業務については、
納付書出力の関係等から、利用可能な納付方法を“リアルタイム口座”のみとする。

29 港コード一覧へ開港・不開港識別の表示 ＷｅｂＮＡＣＣＳの一覧参照ボタンからの遷移する港コード一覧画面に、開港・不開港の識別を表示する。

30 内航船の船舶基本情報の省略 ＷｅｂＮＡＣＣＳの内航船用の申請業務「入港前統一申請（ＷＰＴ）」業務等において、船舶コードから船舶基本情報
を呼出す機能を追加する。

31 外航船の船舶基本情報の省略 現行のＢ業務の申請業務（「入港前統一申請（ＶＰＴ）」業務等 ※ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務で、次期ではパッケージ
から廃止する。）には船舶基本情報を入力する項目があるが、次期では船舶コードを入力することで、登録されている
船舶基本情報を補完する機能を追加することから、それら申請業務の入力項目から船舶項目を削除する。

32 乗組員・旅客・危険物の大量データアッ
プロード機能及び、作成ツールの提供

ＷｅｂＮＡＣＣＳでは、現行パッケージソフトのようなグリッド形式ではないため、エクセルシートからのコピー&ペー
スト機能が利用出来ない。このため、ＣＳＶファイルのアップロード機能とＣＳＶファイルを容易に作成することが可
能となる「変換ツール」を新たに提供する。

33 添付ファイル名称の出力機能の追加 ・「船舶・航空機資格変更届（ＫＰＣ０１）」業務、「船舶資格変更届（ＷＫＣ）」業務の資格変更届について、「船
舶資格変更届照会（ＷＫＰ）」業務での照会時に添付ファイル名を出力できるように変更する。
・「ファイル申請（ＫＦＴ）」業務、「ファイル申請（ＷＦＴ）」業務のファイル申請について、「書類状態確認（Ｗ
ＶＳ）」業務での照会時に添付ファイル名を出力できるように変更する。
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Ⅸ 詳細仕様検討結果

項
番

項 目 内 容

１ 主な検討課題 出港前報告制度関連業務の見直しについて検討する。

２ 検討概要 以下の項目等について検討を実施する（検討項目の詳細は次頁以降参照）

１．「出港前報告（ＡＭＲ）」業務と「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務でほぼ同一内容の報告となってい
ることから、この簡素化について検討する。

２．欧州→釜山（トランシップ）→日本のような航路の場合における、トランシップ発生時における業務処理
の見直しを検討する。

３．「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務及び「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務は、「出港
日時報告（ＡＴＤ）」業務後に実施できないため、この改善を検討する。

４．「出港前報告（ＡＭＲ）」業務と「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務及び「出港前報告（ハウスＢ／
Ｌ）（ＡＨＲ）」業務と「ハウスＢ／Ｌ情報登録（ＮＶＣ０１）」業務との入力項目の統一化を検討する。

５．マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌの報告が行われた場合、マスター及びハウスＢ／Ｌ報告者
に対し、マッチング結果がわかるよう帳票を出力することを検討する。

６．現在出港前報告が期限内に適切に行われている場合でも、その後Ｂ／Ｌのセパレート等が発生した場合、
セパレート等後のＢ／Ｌについての関連性を示す手段がなく、出港前報告期限超過および出港前報告未済と
判定されてしまう。セパレート等発生前後におけるＢ／Ｌの関連付け業務の新設を検討する。

７．その他プログラム変更要望に対する検討を実施する。 等

3 検討結果 次頁以降参照

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（１）

・ 出港前報告制度導入後における業務実態、プログラム変更要望等を踏まえ、同制度の関連業務仕様の見直しについて検討する。
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

１．出港前報告制度にかかる関連業務の検討項目と検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果

① 「積荷目録情報登録
（ＭＦＲ）」業務の省
略可能化

「出港前報告（ＡＭＲ）」業務と「積荷目録情報登録
（ＭＦＲ）」業務で同一の内容を報告しており、冗長
であるため、ＡＭＲの情報を利用して積荷目録提出
（ＭＦＲ－ＤＭＦ）まで完了させてほしい。

現行フローの他に、出港前報告（ＡＭＲ）情報を利用しＭＦＲ業務を実
施することなくＤＭＦ業務の実施を可能とする新規フローを可能とする。
なお、ＭＦＲ業務における必須項目がＡＭＲ業務にて未登録の場合は、
ＤＭＦ業務前までにＣＭＲ業務によって訂正登録しておく必要がある。

② 「積荷目録情報登録
（一括）（ＭＦＩ）」
業務におけるＣＹ一括
登録機能

海外の出港前報告者は、コンテナオペレーション会社
（利用者コード５桁）を把握することが困難であるた
め、出港前報告時に当該項目の登録ができない。この
場合、本邦利用者によるＭＦＩ業務が実施できない
（エラーとなる）。

ＭＦＩ業務にコンテナオペレーション会社の入力項目を追加し、出港前
報告（ＡＭＲ）情報にコンテナオペレーション会社の登録がない場合で
も当該項目に入力がされている場合はエラーとせず、入力値に基づき、
貨物情報の登録が行えるように変更する。

③ 船舶情報の変更に伴う
再報告の簡素化

①トランシップ等による船舶情報の変更に伴う再報告
は、船舶情報以外のすべての項目を再入力する必要
があるため、煩雑である。

②欧州→釜山（トランシップ）→日本のような航路の
場合、欧州の出港前に報告をしていたとしても、船
会社は釜山において船舶情報の変更に伴う再報告
（トランシップ登録）を行う必要がある。また、Ｎ
ＶＯＣＣも船会社同様、欧州の出港前に報告をして
いたとしても、船会社から連絡を受けて船舶情報の
変更に伴う再報告を行う必要があるが、船会社⇔Ｎ
ＶＯＣＣ間の連絡不備等により、 ＮＶＯＣＣによる
釜山での再報告が実施できず、結果的に船舶情報不
一致、出港日時報告未済となるケースがある。

①本船利用船会社および船積港の単位に船舶情報を一括して訂正できる
「出港前船舶情報訂正（ＣＭＶ）」業務を新設する。また、個別にＢ
／Ｌ番号を指定して訂正することも可能とする。

なお、従来どおり、ＡＭＲ業務等の船舶情報の変更に伴う再報告機能は
維持する。

②ＡＨＲ（ＣＨＲ）業務の登録時点において、報告する積荷のトラン
シップ等による船舶情報の変更有無が判断できる場合で、変更後の船
舶情報が不明である場合に、船会社が報告するマスターの船舶情報に
準ずる旨をあらかじめ登録できるよう、ＡＨＲ（ＣＨＲ）業務に入力
項目の追加を行う。例えば、欧州→釜山（トランシップ）→日本のよ
うな航路の場合で、欧州出港前に欧州から釜山向けの船舶情報でＡＨ
Ｒ業務の報告を行った際、マスターの船舶情報に準ずる旨を登録した
場合は、船会社が釜山の出港前に釜山から日本向けの船舶情報でＡＨ
Ｒ業務を行ったとしても、システムによるハウス、マスター間の船舶
情報不一致判定を実施しないこととする。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（２）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果

④ 「出港日時報告（ＡＴ
Ｄ）」業務後のＣＭＲ、
ＣＨＲの可能化

「出港前報告訂正（ＣＭＲ）」業務および「出港前報
告訂正（ハウスＢ／Ｌ）（ＣＨＲ）」業務は、「出港
日時報告（ＡＴＤ）」業務後に実施できない。

ＡＴＤ業務後、ＤＭＦ業務前までのＣＭＲ（ＣＨＲ）業務等を実施可
能とする。なお、ＡＴＤ業務に先行してＤＭＦ業務が実施されている
場合は、現行通り、ＡＴＤ業務前までＣＭＲ（ＣＨＲ）業務を可能と
する。ただし、税関による事前通知に従いＣＭＲ業務を行う場合は、
ＡＴＤ業務およびＤＭＦ業務が実施されている場合でも訂正を可能と
する（※現行通り）。

⑤ 「関連ハウス事前通知
（ＤＮＵ）」の改善

船会社にマスターＢ／Ｌ単位で出力する「関連ハウス
事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウスＢ／
Ｌ番号や個々の事前通知コードが記載されていないた
め、どのような対応をすればよいか分からない。

「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウスＢ／Ｌ
番号、事前通知コード、件名を一覧に記載した通知に変更する。なお、
通知内容の詳細を確認する場合は、「出港前報告照会（ＩＡＲ）」業
務を利用する。

⑥ 「積荷目録情報登録訂
正（積荷目録提出後）
（ＣＭＦ０２）」業務
における運用手続きの
簡素化

ＣＭＦ０２業務は、あらかじめ積荷目録を提出した税
関（監視担当部門）の窓口に訂正等の理由を申し出た
上で行う必要があり、手続きが煩雑である。

税関の窓口への訂正等理由の申出をＮＡＣＣＳで行うことができるよ
う、ＣＭＦ０２業務において入力項目に「訂正理由コード」、「訂正
理由（210桁）」欄を新設する。

⑦ 積荷情報削除時におけ
る削除理由の入力

ＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１業務において積荷情報が
削除される場合、削除理由が不明であるため、税関審
査に支障がある。また、ＣＭＦ０２業務で積荷情報を
削除する場合には、あらかじめ積荷目録を提出した税
関（監視担当部門）の窓口に削除理由を申し出た上で
行う必要があり、手続きが煩雑である。

ＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２業務において入力項目に
「削除理由コード」、「削除理由（210桁）」欄を新設する。

⑧ 「出港前報告訂正（ハ
ウスＢ／Ｌ）（ＣＨ
Ｒ）」業務におけるマ
スターＢ／Ｌ番号の訂
正可能化

現行のＣＨＲ業務ではマスターＢ／Ｌ番号の訂正がで
きないため、登録した情報を削除したのち、再度、Ａ
ＨＲまたはＣＨＲ業務にて登録を行う必要がある。

ＣＨＲ業務において、登録した情報を削除することなくマスターＢ／
Ｌ番号の訂正を可能とする。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（３）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果

⑨ 出港前報告不一致
Ｂ／Ｌの一覧照会
の可能化（ＩＭＩ
業務の改善）

入港前報告（ＤＭＦ業務）までに出港前報告未済
による不一致を解消する必要があるが、ＡＭＲ
（ＣＭＲ）業務で登録したＢ／Ｌと、ＭＦＲ業務
で登録したＢ／Ｌの件数の差分を把握できる機能
がない。

①ＩＭＩ業務に新規の照会区分「Ｓ：Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報告不一致）照
会」を追加する 。
②既存照会区分｢Ｂ：Ｂ／Ｌ番号一覧照会｣の照会項目に出港前報告不一致（出港
前報告未済、出港日時報告未済）のステータスを項目追加し、Ｂ／Ｌ番号の繰り
返し部分をグリッド表示とする。
③ＭＦＲ業務等の項目見直しに伴い、照会項目の一部変更を実施する。

⑩ 「出港前報告一覧
照会（ＩＭＬ）」
業務の改善

【プログラム変更要望】
Ｂ／Ｌ件数が表示されないため件数を確認するの
に時間がかかる。
このためＡＭＲ業務による報告漏れが発生した。
ＩＭＩ業務のようにＢ／Ｌ件数が一目でわかるよ
うにしてほしい。
また、ＡＭＲ業務で登録されたマスター・オー
シャンＢ／Ｌのみ出力させて欲しい。

①ＩＭＬ業務の照会結果画面「出港前報告一覧照会情報（ＳＡＳ１２６）」にＢ
ＬＬ実施状況にかかる出力項目「Ｂ／Ｌ番号変更種別」「Ｂ／Ｌ番号変更前後識
別」を追加する。
②ＩＭＬ業務の照会結果画面「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）一覧照会情報（ＳＡ
Ｓ１２８）」に以下の項目を追加する。
「Ｂ／Ｌ番号変更種別」「Ｂ／Ｌ番号変更前後識別」
「マスターＢ／Ｌの出港予定日時」「マスターＢ／Ｌの出港日時」「マスターＢ
／Ｌの入港予定日」「マスターＢ／Ｌの出港前報告日時」
③ＩＭＬ業務に新規照会区分「Ｈ：概要情報照会（オーシャン（マスター）Ｂ／
Ｌ）」を追加する 。また、Ｂ／Ｌ件数の出力もあわせて行う。

⑪ マッチング判定結
果の通知の改善

【プログラム変更要望】
マスターＢ／Ｌに先行してハウスＢ／Ｌを報告し
た場合、マスターＢ／Ｌとのマッチングが不明な
ため報告期限を過ぎてからマスターＢ／Ｌ番号等
の入力誤りに気づく場合がある。
上記のような場合においても、マッチング結果が
分かるようにしてほしい。

【追加検討事項】
マスターＢ／ＬがハウスＢ／Ｌに先行して登録さ
れた際、その後最初のハウスＢ／Ｌの報告が行わ
れた際にハウスＢ／Ｌの報告を通知する新規帳票
をマスターＢ／Ｌ報告者へ出力してほしい。

<船会社への通知>
ハウスＢ／Ｌ報告完了が先行した場合についても、その後のマスターＢ／Ｌの報
告時に「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３５）」を出力する。

ハウスＢ／Ｌの報告に先行してマスターＢ／Ｌが報告された場合、その後のＡＨ
Ｒ業務またはＣＨＲ業務によりハウスＢ／Ｌが報告された際に新規帳票「ハウス
Ｂ／Ｌ報告状況通知情報」をマスターＢ／Ｌの報告者へ出力する。

＜ＮＶＯＣＣへの通知＞
ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録されたのちに、マスターＢ／Ｌが報告された場
合等において、マッチングを行い、新規帳票をマスターＢ／Ｌ単位に出力する。
また、新規帳票に船舶情報不一致、マスターＢ／Ｌの出港予定日時（出港予定日
と出港予定時刻）及び出港日時（出港日と出港時刻）を出力する。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（４）
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Ⅸ 詳細仕様検討結果

No. 検討事項 現行仕様／問題点 検討結果

⑫ 積荷情報の一意制約項目（航
海番号）追加

【プログラム変更要望】
ＭＦＲ等で登録する積荷情報は｢船舶コー
ド＋船会社コード＋船卸港コード＋船卸
港枝番｣のみで一意制約を設定している。
そのため、近海航路の定期船においては、
前航海の積荷情報と重複しないよう、船
卸港枝番「１～９」を入力する仕様であ
るが、船卸港枝番の管理、関係者との共
有は困難であり、実務において支障が出
ている。

航海番号を一意制約項目とすることについては、「運航船会社航海番号」を
必須項目として、船卸港枝番による業務運用の複雑化を解消することを目的
し提案したが、運用に影響を与える可能性がある。また、利用者様システム
への影響が多大となる等の問題により、現行仕様の継続が望ましいものと考
えられることから、「運航船会社航海番号」の必須化については取り下げる。

ただし、ＭＦＲ業務、ＡＭＲ業務等に関しては、出港前報告制度に係る仕様
変更に伴い入出力項目の追加変更等が行われることから、将来的な活用も見
据えて「運航船会社航海番号」については「任意項目」として追加すること
とする。

⑬ Ｂ／Ｌセパレート等発生時に
おける機能改善

セパレート等前のＢ／Ｌに対する出港前
報告が期限内に行われている場合でも、
セパレート等後のＢ／Ｌに対する出港前
報告が期限超過の場合は、出港前報告期
限超過による不一致となってしまう。

セパレート等前のＢ／Ｌに対して出港前
報告が適切に行われている場合でも、セ
パレート等後のＢ／Ｌ番号に対する出港
前報告情報が登録されていないため、出
港前報告未済による不一致となってしま
う。また、結果的に税関によるＳＰＤ通
知を受けるケースがある。

「出港前報告Ｂ／Ｌ関連付け（ＢＬＬ）」業務を新設する。
（ＢＬＬ業務の概要）
① セパレート等前のＢ／Ｌは出港前報告のみ行われていること、また、全て
のセパレート等後のＢ／Ｌに対して出港前報告が行われていることを条件と
しＢＬＬ業務を実施可能とする。

② セパレート等後のＢ／Ｌについて、出港前報告の追加報告（ＡＭＲ、ＣＭ
Ｒ、ＡＨＲ、ＣＨＲ）を 行ったうえで、セパレート等前後のＢ／Ｌ番号の
関連性を「ＢＬＬ（出港前報告Ｂ／Ｌ関連付け）」で登録する。

③ セパレート等後のＢ／Ｌは出港前報告情報であることを基本とするが、例
外として全ての変更後Ｂ／Ｌに出港前報告が行われておらず積荷目録情報の
み登録されていることを条件に入港前報告情報をセパレート等後のＢ／Ｌと
して利用することを可能とする。

⑭ 出港前報告制度および入港前
報告制度にかかる業務におけ
る入力項目の変更点

後述のとおり 後述のとおり

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（５）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

２．出港前報告制度にかかる業務フローの簡素化 ～現行フローと次期の変更点～

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（６）
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Ⅸ 詳細仕様検討結果

２．出港前報告制度にかかる業務フローの簡素化 ～次期船会社フロー（案）～

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（７）
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Ⅸ 詳細仕様検討結果

２．出港前報告制度にかかる業務フローの簡素化 ～次期ＮＶＯＣＣフロー（案）～

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（８）
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Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ① ＭＦＲの省略可能化

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（９）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ② ＭＦＩにおけるＣＹ一括登録機能

海外の出港前報告者は、コンテナオペレーション会社（利用者コード５桁）を把握することが困難であるため、出港前報告時に当該項目の登録がで
きない。この場合、本邦利用者によるＭＦＩ業務が実施できない（エラーとなる）。

背景

ＭＦＩ業務にコンテナオペレーション会社の入力項目を追加し、出港前報告情報にコンテナオペレーション会社の登録がない場合でも当該項目に
入力されている場合はエラーとせず、入力値に基づき、貨物情報の登録が行えるように変更することを検討する。

検討内容

①ＭＦＩ業務の単位でコンテナオペレーション会社が登録できない場合（同一港で複数のＣＹに船卸しする場合）は、あらかじめ個別にＣＭＲ業務
による訂正を行う必要がある。

②コンテナオペレーション会社以外に、コンテナにかかる「荷渡形態コード」、「バンニング形態コード」、「コンテナ条約適用識別」が未登録で
ある場合もＭＦＩ業務ではエラーとなるため、あらかじめ個別にＣＭＲ業務による訂正を行う必要がある。

留意事項

項目追加。
コンテナオペレーション会社を入力する場
合は、船卸港の入力を必須とする。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（10）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ③ 船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化（１）

（１）船舶情報訂正業務の新設
トランシップ等による船舶情報の変更に伴う再報告は、船舶情報以外のすべての項目を再入力する必要があるため、煩雑である。

背景

（１）船舶情報訂正業務の新設
本船利用船会社および船積港の単位に船舶情報を一括して訂正できる業務の新設を検討する。また、個別にＢ／Ｌ番号を指定して訂正するこ
とも可能とする（下図）。なお、従来どおり、ＡＭＲ業務等の船舶情報の変更に伴う再報告機能は維持する。

検討内容

変更前の船舶にかかるＢ／Ｌ＊に対し、変更後の船舶情報で
出港前報告情報の上書きを行う。
＊Ｂ／Ｌ番号（最大１００欄）が入力された場合は、入力
されたＢ／Ｌのみを対象とする。

なお、当該Ｂ／Ｌの出港前報告日時は、本業務のシステム
受理日時で上書きする（再報告扱いとする）。

また、訂正後の船舶情報に対してＡＴＤが行われている場合
は、出港前報告不一致判定（出港前報告期限超過）を行い、
その結果を登録する。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（11）

【留意事項】
①コールサインのみの変更であっても、システムでは、物理

的な船の変更なのか、コードだけの変更なのかの判断はで
きないため、一律再報告扱いとし、変更後の船舶情報に対
するＡＴＤも必要とする。

②マスターＢ／Ｌに対しハウスＢ／Ｌ報告完了の登録がされ
ている場合は、ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨を取り消す。
そのため、再度ＡＭＲ業務等によるハウスＢ／Ｌ報告完了
の登録が必要である。
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ③ 船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化（２）

（２）ハウスＢ／Ｌにおける船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化
①ＡＨＲ（ＣＨＲ）業務の登録時点において、報告する積荷のトランシップ等による船舶情報の変更有無が判断できる場合で、変更後の船舶情報が

不明である場合に、船会社が報告するマスターの船舶情報に準ずる旨をあらかじめ登録できるよう、ＡＨＲ（ＣＨＲ）業務に入力項目の追加を行
う。例えば、欧州→釜山（トランシップ）→日本のような航路の場合で、欧州出港前に欧州から釜山向けの船舶情報でＡＨＲ業務で報告を行った
際、マスターの船舶情報に準ずる旨を登録した場合は、船会社が釜山の出港前に釜山から日本向けの船舶情報でＡＭＲ業務で報告を行ったとして
も、システムによるハウス、マスター間の船舶情報不一致判定を実施しないこととする。

（２）ハウスＢ／Ｌにおける船舶情報の変更に伴う再報告の簡素化
例）欧州→釜山（トランシップ）→日本

上記のような航路の場合、欧州の出港前に報告をしていたとしても、船会社は釜山において船舶情報の変更に伴う再報告（トランシップ登録）を
行う必要がある。また、ＮＶＯＣＣも、船会社同様、欧州の出港前に報告をしていたとしても、船会社からの連絡を受けて船舶情報の変更に伴う
再報告を行う必要があるが、船会社⇔ＮＶＯＣＣ間の連絡不備等により、 ＮＶＯＣＣによる釜山での再報告が実施できず、結果的に船舶情報不一
致、出港日時報告未済となるケースがある。
当該ケースのように、積荷の内容に変更が無いにも関わらず船舶情報の訂正を行うために再報告という作業が必要であること、更には、報告期限
までにＮＶＯＣＣでは船舶情報（トランシップ情報、航海番号 等）の正確な把握と報告が運用上困難であるため、改善策の検討を行う。

背景

検討内容

トランシップ後の船舶情報が不明
な場合で、船会社が報告するマス
ターの船舶情報に準ずる場合は
｢Ｙ｣を入力。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（12）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ④ ＣＭＲ、ＣＨＲ業務におけるＡＴＤ業務後の訂正可能化 ～ＡＴＤ業務後のＣＭＲ業務の可能化～

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（13）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ④ ＣＭＲ、ＣＨＲ業務におけるＡＴＤ業務後の訂正可能化 ～ＡＴＤ業務後のＣＨＲ業務の可能化～

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（14）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑤ 船会社に対する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善（１）

船会社にマスターＢ／Ｌ単位で出力する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウスＢ／Ｌ番号や個々の事前通知コードが記載さ
れていないため、どのような対応をすればよいか分からない。

＜ （参考）「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の出力条件＞
・関連するハウスＢ／Ｌの事前通知が解除されないまま、ＤＭＦ業務が行われた場合、ＤＭＦ業務実施者、および、ＡＭＲ業務実施者に出力する。
・ＡＭＲ業務に先行してＡＨＲ業務が行われている場合で、当該ハウスＢ／Ｌの事前通知が解除されないまま、ＡＭＲ業務が行われた場合、ＡＭＲ

業務実施者に出力する。

背景

「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」について、該当するハウスＢ／Ｌ番号、事前通知コード、件名を記載した通知に変更する。

検討内容

Advance Notice of Risk Assessment Result

FOR THE RELEVANT HOUSE B/L HAS BEEN GIVEN

Master B/L Number   MMMM0000

ハウスＢ／Ｌ毎の通知内容

ハウスＢ／Ｌ毎の通知内容

ハウスＢ／Ｌ毎の通知内容

新規帳票レイアウトでマスターＢ／Ｌ単位にリスト出力する

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（15）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑤ 船会社に対する「関連ハウス事前通知（ＤＮＵ）」の改善（２）

検討内容

先頭ページの上部にマス
ターＢ／Ｌ番号、船舶情
報等を出力する。

先頭ページの下部に税関
連絡先を出力する。

【解除の場合】
・コードの右に「＊ＣＡＮＣＥＬＬＡＴＩＯＮ＊」

を出力する。
・以降のリスト出力時はＢ／Ｌ番号自体出力しな

い。

【留意事項】
通知（指示）内容は出力しないた
め、通知内容の詳細を確認する場合
は、ＩＡＲを利用する。

【削除の場合】
・コードの右に「＊ＤＥＬＥＴＩＯＮ＊」を出力

する。
・以降のリスト出力時はＢ／Ｌ番号自体出力しな

い。

本イメージはサンプルであり、
「＊ＣＡＮＣＥＬＬＡＴＩＯＮ＊」
「＊ＤＥＬＥＴＩＯＮ＊」
は２つ以上同時に出力することはない。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（16）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑥ ＣＭＦ０２業務における運用手続きの簡素化

ＣＭＦ０２業務は、あらかじめ積荷目録を提出した税関（監視担当部門）の窓口に訂正理由を申し出た上で行う必要があり、手続きが煩雑である。

背景

（１）下記のとおり訂正の理由を付すことで、税関への訂正理由の申出をＮＡＣＣＳで行うことを可能とする。
入力項目に「訂正理由コード」、「訂正理由（210桁）」欄を新設する。
・「 １：訂正（数量の変更）」
・「 ２：訂正・追加（運送契約等の変更）」
・「 ３：訂正・追加（荷繰り等の変更）」
・「 ４：訂正・追加（Ｂ／Ｌ番号の変更）」
・「 ５：訂正・追加（報告内容の誤り）」
・「 ６：訂正・追加（その他）」←“その他” の場合は、「訂正理由」欄への理由（英字）の入力を必須とする。

（２）（１）で付される訂正理由に加え、訂正の場合には、訂正箇所、訂正前後の内容を記した新規帳票を税関（監視担当部門）宛に通知する。

検討内容

３．主な変更点 ⑦ 積荷情報削除時における削除理由の入力

ＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１業務において積荷情報が削除される場合、削除理由が不明であるため、税関審査に支障がある。
また、ＣＭＦ０２業務で積荷情報を削除する場合には、あらかじめ積荷目録を提出した税関（監視担当部門）の窓口に削除理由を申し出た上で行う
必要があり、手続きが煩雑である。

背景

入力項目に「削除理由コード」、「削除理由（210桁）」欄を新設する。
・「 １： 削除（積載取止）」
・「 ２： 削除（荷揚取止）」←ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２業務の場合のみ
・「 ３： 削除（Ｂ／Ｌ番号変更）」
・「 ４： 削除（誤登録）」
・「 ５： 削除（その他）」 ←“その他” の場合は、「削除理由」欄への理由（英字）の入力を必須とする。

検討内容

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（17）
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詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑥ ⑦’ＣＭＦ０２業務および積荷情報削除時における運用手続きの簡素化に係る追加案件

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑧ ＣＨＲ業務におけるマスターＢ／Ｌ番号の訂正可能化

現行のＣＨＲ業務ではマスターＢ／Ｌ番号の訂正ができないため、登録した情報を削除したのち、再度、ＡＨＲまたはＣＨＲ業務にて登録を行う
必要がある。

背景

ＣＨＲ業務において、登録した情報を削除することなくマスターＢ／Ｌ番号の訂正を可能とする。

検討内容

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（18）

現行ＥＤＩＦＡＣＴのマッピングにおいて、主な変更点⑥、⑦に係るＣＭＲ、ＣＨＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２の各業務は、ＡＭＲ業務、ＡＨＲ業務及び
ＭＦＲ業務と同一のサブセットを使用している。

次期では、主な変更点⑥、⑦のとおりＣＭＲ業務等において項目追加が発生することとなるが、現行と同様に、同一のサブセット名での利用を可能とするため、
ＡＭＲ業務、ＡＨＲ業務及びＭＦＲ業務の入力項目に「削除理由コード（１桁） 」、「削除理由（210桁）」欄に相当する欄を予備項目と追加することとする。
また、ＭＦＲ業務およびＣＭＦ０１業務には「訂正理由コード（１桁） 」、「訂正理由（210桁）」欄に相当する欄も予備項目として追加する。

共通サブセット名 対象業務

ＡＭＲ１１０ ＡＭＲ／ＣＭＲ

ＡＨＲ１１０ ＡＨＲ／ＣＨＲ

ＭＦＲ１１０ ＭＦＲ／ＣＭＦ０１／ＣＭＦ０２
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑨ 出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化（ＩＭＩ業務の改善）（１）

①入港前報告（ＤＭＦ）までに出港前報告未済による不一致を解消する必要があるが、ＡＭＲ（ＣＭＲ）業務で登録したＢ／Ｌと、ＭＦＲ業務で登録
したＢ／Ｌの件数の差分を把握できる機能がない。

②ＩＭＩ業務において、ＳＰＤ通知貨物に対する船卸許可申請の状態を把握できる機能がない。
（参考）ＩＭＩ業務の実施可能利用者：船会社、船舶代理店、ＣＹ

背景

① ：ＭＦＲ業務等の項目変更に伴い、ＩＭＩ業務の一部照会区分において、出力項目の見直しを実施する。
②-1：ＩＭＩ業務に新規の照会区分「Ｓ：Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報告不一致）照会」を追加する。
②-2：既存照会区分｢Ｂ：Ｂ／Ｌ番号一覧照会｣の照会項目に出港前報告不一致（出港前報告未済、出港日時報告未済）のステータスを項目追加し、

Ｂ／Ｌ番号の繰り返し部分をグリッド表示とする。
③ ：既存照会区分｢Ｒ：Ｂ／Ｌ番号一覧（事前通知）照会｣の照会項目に船卸許可申請にかかるステータスを項目追加する。

検討内容

区分 照会名称 概 要

Ａ 概要照会 積荷目録の船会社単位の提出状況及び船卸状況、Ｂ／Ｌ件数及びコンテナ本数等を照会する。
また、ＣＹ単位の船卸状況、Ｂ／Ｌ件数及びコンテナ本数等も照会する。

Ｂ Ｂ／Ｌ番号一覧照会 当該本船に係るＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。

Ｃ コンテナ番号一覧照会 当該本船に係るコンテナ番号の一覧を照会出力する。

Ｄ 積荷目録情報照会 本船に係る積荷目録情報を継続照会にて全情報を出力する。

Ｅ 未船卸コンテナ一覧照会 船卸しされていないコンテナ番号の一覧を照会する。

Ｆ Ｂ／Ｌ照会 指定されたＢ／Ｌ番号に対する積荷目録情報を照会する。

Ｇ Ｂ／Ｌ主要項目一覧照会 当該本船に係るＢ／Ｌ番号に対する積荷目録情報の主要項目を照会する。

Ｈ コンテナ主要項目一覧照会 当該本船に係るコンテナ番号に対する積荷目録情報の主要項目を照会する。

Ｋ Ｂ／Ｌ番号一覧（仮陸揚）照会 当該本船に係る仮陸揚であるＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。

Ｔ 〃（包括保税運送）照会 当該本船に係る包括保税運送承認番号登録済のＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。

Ｒ 〃（事前通知）照会 当該本船に係るリスク分析結果の事前通知が登録されているＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。

Ｓ 〃（出港前報告不一致）照会 当該本船に係る出港前報告不一致（出港前報告未済、出港日時報告未済）が登録されているＢ／Ｌ番号の一覧を照会する。

照会項目に不一致ステータスを
追加し、グリッド化する。

新規区分の追加

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（19）

照会項目に船卸許可申請に
係るステータスを追加する。

Ｄ／Ｆ／Ｇ出力項目
の桁数見直し
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑨ 出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化（ＩＭＩ業務の改善）（２）

出港前報告未済、出港日時報告
未済が設定されているＢ／Ｌ
のみを一覧で照会可能。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（20）

検討内容

※荷送人名／荷受人名／着荷通知先名については、登録業務において175桁から70桁に変更を行うが、システム外搬入等の影響を考慮し、ＩＣＧ業務では175桁のままとする。

積荷目録情報照会 ＩＭＩ

Ｄ
積荷目録情報照会

Ｆ
Ｂ／Ｌ照会

Ｇ
Ｂ／Ｌ主要項目一覧照会

品名を70桁から350桁に変更 ○ ○ ○

代表品目番号を4桁から6桁に変更 ○ ○ ○

荷送人名／荷受人名／着荷通知先名
を175桁から70桁に変更

○ ○ ○

荷送人住所／荷受人住所／着荷通知先住所を
105桁から175桁に変更

○ ○ ○

ＭＦＲ業務等の変更項目

対象業務

①：ＭＦＲ業務等の項目見直しに伴う、一部出力項目の桁数変更

検討内容
②-1：新規照会区分「Ｓ：Ｂ／Ｌ番号一覧（出港前報告不一致）照会」の照会画面イメージ
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑨ 出港前報告不一致Ｂ／Ｌの一覧照会の可能化（ＩＭＩ業務の改善）（３）

ＩＭＩ業務の抽出対象は貨物情報であるため、ＡＭＲ済ＭＦＲ未済のＢ／Ｌ番号は出力しない。

留意事項

②-2：既存照会区分｢Ｂ：Ｂ／Ｌ番号一覧照会｣の変更イメージ

検討内容

欄部情報をグリッド表示に
変更。
→ エクセル等への表貼り付

けが可能。

不一致ステータス
の項目を追加。

ＩＭＩ業務は１画面に最大50Ｂ／Ｌ出力する。
50Ｂ／Ｌを超過する場合は継続照会となる。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（21）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑩「出港前報告一覧照会（ＩＭＬ）」業務の改善（１）

（利用者様ご意見）ＩＭＬ業務に項目追加、照会区分の追加を行うことで利便性が向上する。
（参考）ＩＭＬ業務の実施可能利用者：船会社、船舶代理店、ＮＶＯＣＣ

背景

照会
区分

照会名称 概要 変更概要

Ａ 概要情報照会 オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ及びハウスＢ／Ｌを一覧で照会する。 下記のＢＬＬ実施状況にかかる出力項目を追加する。
①Ｂ／Ｌ番号変更種別

１：セパレート
２：コンバイン
３：スイッチ

②Ｂ／Ｌ番号変更前後識別
Ａ：変更後Ｂ／Ｌ
Ｂ：変更前Ｂ／Ｌ
Ｃ：変更前かつ変更後Ｂ／Ｌ

Ｂ 不一致情報照会 出港前報告情報不一致判定（報告期限超過判定、ハウスＢ／Ｌ未登
録判定、マスターＢ／Ｌ未登録判定、船舶情報不一致判定）におい
て、不一致となったＢ／Ｌを一覧で照会する。

Ｃ リスク分析結果事前通知
情報照会

Ｂ／Ｌにリスク分析結果の事前通知が登録されているＢ／Ｌを一覧
で照会する。

Ｄ 出港日時報告状況一覧照会 船積港毎の出港日時報告状況を一覧で照会する。 変更なし

Ｅ 概要情報照会
（ハウスＢ／Ｌ）

ＡＨＲ業務等で登録したハウスＢ／ＬをマスターＢ／Ｌ単位に照会
する。

下記の項目を追加する。
①マスターＢ／Ｌの出港予定日時
②マスターＢ／Ｌの出港日時
③マスターＢ／Ｌの出港前報告日時
④マスターＢ／Ｌの入港予定日
⑤Ｂ／Ｌ番号変更種別
⑥Ｂ／Ｌ番号変更前後識別

Ｆ 不一致情報照会
（ハウスＢ／Ｌ）

不一致判定（報告期限超過判定）において、不一致となったハウス
Ｂ／ＬをマスターＢ／Ｌ単位に照会する。

Ｇ リスク分析結果事前通知
情報照会（ハウスＢ／Ｌ）

Ｂ／Ｌにリスク分析結果の事前通知が登録されているハウスＢ／Ｌ
をマスターＢ／Ｌ単位に照会する。

Ｈ 概要情報照会（オーシャン
（マスター）Ｂ／Ｌ）

オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌを一覧で照会する。 照会区分「Ａ」からハウスＢ／Ｌを除いた一覧照会を
可能とする。また、Ｂ／Ｌ件数の出力もあわせて行う。

検討内容

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（22）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑩「出港前報告一覧照会（ＩＭＬ）」業務の改善（２）

ＢＬＬ業務の新設に伴い、ＩＭＬ業務の照会結果画面「出港前報告一覧照会情報（ＳＡＳ１２６）」にＢＬＬの実施状況を出力する以下の
項目の追加が必要となる。

①Ｂ／Ｌ番号変更種別（１：セパレート、２：コンバイン、３：スイッチ）
②Ｂ／Ｌ番号変更前後識別（Ａ：変更後Ｂ／Ｌ、Ｂ：変更前Ｂ／Ｌ、Ｃ：変更前かつ変更後Ｂ／Ｌ）

背景

検討内容

項目追加

下記照会区分で共通の照会結果画面

Ａ：概要情報照会
Ｂ：不一致情報照会
Ｃ：リスク分析結果事前通知

情報照会

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（23）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑩「出港前報告一覧照会（ＩＭＬ）」業務の改善（３）

（利用者様ご意見）ＩＭＬ業務の照会結果画面「「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）一覧照会情報（ＳＡＳ１２８）」に次の項目を追加することで
利便性が向上する。 ①マスターＢ／Ｌの出港予定日時

②マスターＢ／Ｌの出港日時
③マスターＢ／Ｌの入港予定日
④マスターＢ／Ｌの出港前報告日時
⑤Ｂ／Ｌ番号変更種別（１：セパレート、２：コンバイン、３：スイッチ）
⑥Ｂ／Ｌ番号変更前後識別（Ａ：変更後Ｂ／Ｌ、Ｂ：変更前Ｂ／Ｌ、Ｃ：変更前かつ変更後Ｂ／Ｌ）

背景

検討内容

項目追加

下記照会区分で共通の照会結果画面

Ｅ：概要情報照会（ハウスＢ／Ｌ）
Ｆ：不一致情報照会（ハウスＢ／Ｌ）
Ｇ：リスク分析結果事前通知情報照会

（ハウスＢ／Ｌ）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（24）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑩「出港前報告一覧照会（ＩＭＬ）」業務の改善（４）

（利用者様ご意見）ＩＭＬ業務の照会区分「Ａ：概要情報照会」は、ハウスを含むすべてのＢ／Ｌが一覧で照会されるが、オーシャン及びマス
ターのみを一覧で照会可能な新規照会区分「Ｈ：概要情報照会（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ）」を追加することで利便性
が向上する。また、ＩＭＩ業務と同様に、Ｂ／Ｌ件数の出力があると、利便性が向上する。

背景

検討内容

ハウスを除いたオーシャン
（マスター）Ｂ／Ｌのみを
一覧で出力する。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（25）

下記のＢ／Ｌは出力しない。また、「Ｂ／Ｌ総件数」欄の件数にカウントしない。
・ＡＭＲ業務未済のマスターＢ／Ｌ（ＡＨＲ業務で報告されたマスターＢ／Ｌ）
・ＢＬＬ業務により変更前Ｂ／Ｌである旨が登録されたＢ／Ｌ（ただし、同時に変

更後Ｂ／Ｌである旨が登録されたＢ／Ｌは出力する）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑪ マッチング判定結果の通知の改善（１）

マスターＢ／ＬとハウスＢ／Ｌのマッチング判定結果の通知について、以下の懸案がある。
＜船会社への通知＞
マスターＢ／Ｌの報告後にハウスＢ／Ｌ報告完了の旨を登録した場合は、「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３５）」をマスターの報告者
に出力するが、マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌ報告完了の旨を登録した場合は、「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３
５）」の出力契機がない。

＜ＮＶＯＣＣへの通知＞
マスターＢ／Ｌの報告後にハウスＢ／Ｌの報告がされた場合は、ＡＨＲまたはＣＨＲ業務の処理結果通知においてマスターＢ／Ｌの報告有無を判断
できるが、マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌの報告がされた場合は、マスターＢ／Ｌの報告有無に関して通知を受ける契機がない。

背景

マスターＢ／ＬとハウスＢ／Ｌのマッチング判定結果の通知について、以下の改善を行う。
＜船会社への通知＞
マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録された場合は、その後のマスターＢ／Ｌの報告（ＡＭＲまたはＣＭＲ（追加））に
おいて 「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知情報（ＳＡＳ１３５）」をマスターＢ／Ｌの報告者へ出力する。

＜ＮＶＯＣＣへの通知＞
①ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録（ＡＨＲまたはＣＨＲ業務）された場合、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報」を関連するハウス

Ｂ／Ｌの各報告者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。
②ハウスＢ／Ｌ報告完了以後にハウスＢ／Ｌが追加、訂正、削除（ＣＨＲ）された場合、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報」を

ＣＨＲ業務の入力者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。
③マスターＢ／Ｌの報告に先行してハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録された場合、その後のマスターＢ／Ｌの報告（ＡＭＲまたはＣＭＲ（追加））に

おいて、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報」を関連するハウスＢ／Ｌの各報告者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。
④ハウスＢ／Ｌ報告完了の旨が登録されたマスターＢ／Ｌが削除（ＣＭＲ（削除））された場合、新規帳票「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報」を関

連するハウスの各報告者へマスターＢ／Ｌ番号単位に出力する。

検討内容

ＮＶＯＣＣへの通知について、マスターＢ／Ｌ番号を誤入力した場合は、「マスターＢ／Ｌ報告状況通知情報」が受信できないことをもって
マスターＢ／Ｌ番号の誤入力を判断するという運用を想定する。

留意事項

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（26）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑪ マッチング判定結果の通知の改善（２）

検討内容つづき

ＣＭＲ（削除）の場合は、削除日時
を出力する。

ハウスの報告者が複数存在する場合は、各報
告者へマスターＢ／Ｌ単位に出力する。

ハウスの報告者が複数存在する場合は、 出力
先の利用者が報告したハウスＢ／Ｌ番号のみを
出力する。 マスターＢ／Ｌとの船舶情報一致状況を出力

Ｓ：マスターＢ／Ｌの船舶情報と異なる（ただし、マスターＢ／Ｌ
の船舶情報に準ずる旨が登録されている場合は除く）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（27）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑪ マッチング判定結果の通知の改善（３）

ハウスＢ／Ｌの報告に先行してマスターＢ／Ｌが報告される場合、船会社はＮＶＯＣＣによるハウスＢ／Ｌ報告完了が入力されるまでハウス
Ｂ／Ｌの報告有無が判断できない。

※ＩＡＲ、ＩＭＬ業務の照会項目「ハウスＢ／Ｌ未登録」によりハウスＢ／Ｌの報告有無は判断可能であるが、海外申請者である場合は、
ＩＡＲ業務の業務資格がなく、また、ＩＭＬ業務についてもサービスプロバイダがＩＭＬ業務に対応していないケースがある。
そのため、海外から日本支社等への問い合わせが頻繁に発生し、業務に支障が出ている。

※ハウスＢ／Ｌの報告が先行している場合は、ＡＭＲ業務の処理結果通知の出力項目「Ｂ／Ｌ不突合識別」がスペースとなるため、判断可能
である。

背景

ハウスＢ／Ｌの報告に先行してマスターＢ／Ｌが報告された場合、その後のＡＨＲ業務またはＣＨＲ業務によりハウスＢ／Ｌが報告された際＊に
新規帳票「ハウスＢ／Ｌ報告状況通知情報（ＳＡＳ１５７）」 ＊をマスターＢ／Ｌの報告者へ出力する。

（＊）具体的には、出港前報告情報不一致判定処理のハウスＢ／Ｌ未登録判定において、ハウスＢ／Ｌ未登録である旨を取り消した場合に出力
する。

検討内容

先行するＡＭＲ業務において「マスターＢ／Ｌ識別」に“Ｍ”の入力がない場合は、新規帳票は出力しない＊。そのため、「マスターＢ／Ｌ識別」は
正確に入力する必要がある。
（＊）新規帳票の出力契機は、ハウスＢ／Ｌ未登録である旨を取り消す場合であり、「マスターＢ／Ｌ識別」に“Ｍ”の入力がないＢ／Ｌは、

ハウスＢ／Ｌ未登録である旨が登録され得ないため。

留意事項

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（28）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑪ マッチング判定結果の通知の改善（４）

検討内容つづき

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（29）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑬ Ｂ／Ｌセパレート等発生時の現行における問題点と次期における改善内容（１）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（30）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑬ Ｂ／Ｌセパレート等発生時の現行における問題点と次期における改善内容（２）

変更種別
起算日決定条件

＜：変更前Ｂ／Ｌの方が報告が早い（過去日）
≧：変更前Ｂ／Ｌの方が報告が遅い（未来日）

変更後Ｂ／Ｌに対して報告期限超過判定を行う際の起算日時

※下表の日時がＡＴＤの出港日時に対して、２４時間以前で
あれば、報告期限超過の不一致を解消する

セパレート
スイッチ

変更前Ｂ／Ｌの出港前報告日時 ＜ 変更後Ｂ／Ｌの出港前報告日時 変更前Ｂ／Ｌの出港前報告日時

変更前Ｂ／Ｌの出港前報告日時 ≧ 変更後Ｂ／Ｌの出港前報告日時 変更後Ｂ／Ｌの出港前報告日時

コンバイン 変更前Ｂ／Ｌの中で最も遅い出港前報告日時 ＜ 変更後Ｂ／Ｌの出港前報告日時 変更前Ｂ／Ｌの中で最も遅い報告日時

変更前Ｂ／Ｌの中で最も遅い出港前報告日時 ≧ 変更後Ｂ／Ｌの出港前報告日時 変更後Ｂ／Ｌの出港前報告日時

変更前Ｂ／Ｌ番号 変更後Ｂ／Ｌ番号

ＮＡＣＣ１００Ａ

ＮＡＣＣ１００

ＮＡＣＣ１００Ｂ

ＮＡＣＣ１００

ＮＡＣＣ２００

ＮＡＣＣ３００

変更前Ｂ／Ｌ番号 変更後Ｂ／Ｌ番号

ＮＡＣＣ１００ ＮＡＣＣ２００

変更前Ｂ／Ｌ番号 変更後Ｂ／Ｌ番号

～スイッチ～～コンバイン～～セパレート～

超過

超過

超過 超過

超過
超過 超過

期限内

【留意事項】
ＢＬＬ業務を実施したからといって、変更後Ｂ／Ｌに対する報告期限超過の旨は必ずしも解消されるわけではなく、あくまで、変更前Ｂ／Ｌに対する
報告期限超過の判定結果を引継ぐ。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（31）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑬ Ｂ／Ｌセパレート等発生時の現行における問題点と次期における改善内容（３）

チェック 補足

１ 変更前Ｂ／Ｌは出港前報告済のＢ／Ｌとしてシステムに存在する
こと。

ＢＬＬ業務は「出港前報告されたＢ／Ｌ」と「出港前報告または入港前報告Ｂ／Ｌ」との関連性を登
録する業務であることから、変更前Ｂ／Ｌに対する出港前報告情報は必ず存在している必要がある。

２ 変更後Ｂ／Ｌは出港前報告済のＢ／Ｌまたは積荷目録登録済のＢ
／Ｌとしてシステムに存在すること。

ＢＬＬ業務は、「出港前報告されたＢ／Ｌ」と「出港前報告または入港前報告Ｂ／Ｌ」との関連性を
登録する業務であることから、変更後Ｂ／Ｌに対する情報についても必ず存在している必要がある。

３ 変更前Ｂ／Ｌの貨物識別（Ｍ：マスター、Ｈ：ハウス、Ｏ：マス
ター、ハウス以外）と変更後Ｂ／Ｌの貨物識別が同一であること。

Ｂ／Ｌのセパレート、コンバイン、スイッチの結果を登録する業務であるため、貨物識別が異なるＢ
／Ｌ間で関連付けが行われることは想定されない。

４ 入力者が船会社の場合は、変更前後のＢ／Ｌに登録されている船
会社コードと入力者の船会社コードが同一であること。

ー

５ 入力者が船舶代理店の場合は、変更後Ｂ／Ｌに登録されている船
卸港において本船利用船会社との受委託関係がシステムに登録さ
れていること。ただし、セパレートの場合で変更後Ｂ／Ｌに登録
されている船卸港がそれぞれ異なる場合は、いずれか一つ以上の
船卸港において受委託関係がシステムに登録されていること。

ＢＬＬ業務は、通常変更後Ｂ／Ｌの積荷報告者において実施される想定であるため、変更後Ｂ／Ｌに
登録されている船卸港において受委託関係のチェックを行う。ただし、セパレートの場合で、変更後
Ｂ／Ｌの船卸港が複数港となる場合は、港毎に委託先の船舶代理店が異なることが想定されるため、
いずれか一つ以上の船卸港において受委託関係があることをチェックする。

６ 入力者がＮＶＯＣＣの場合は、変更前後のＢ／Ｌの出港前報告者
と同一であるか、通知先利用者と同一であること。

ＣＨＲ業務における訂正権限と同じ。

７ 変更前Ｂ／Ｌに対して事前通知の旨が登録されていないこと（マ
スターの場合は、関連するハウスに対して事前通知が登録されて
いる場合を含む）。

変更前Ｂ／Ｌとして登録したＢ／Ｌは、以降の業務実施を不可とする（照会業務は実施可能）。
したがって、報告不備等により事前通知の旨が登録されたＢ／Ｌを変更前Ｂ／Ｌとして登録する場合
は、通知された指示内容に従い訂正等を実施し、当該事前通知の解除を受けたうえでＢＬＬ業務を行
う必要がある。

８ 変更前後のＢ／Ｌ間において、船舶情報（船舶コード、船会社
コード、航海番号、船積港）が同一であること。

Ｂ／Ｌ番号の変更前後で船舶情報が異なる場合（トランシップまたは船舶情報の誤登録を伴う場合）
は、変更後の船舶情報の報告期限内に当該積荷にかかる出港前報告を行う必要がある。
したがって、船舶情報が異なるＢ／Ｌ間の関連付けについては、本業務の対象としない。

９ 変更前Ｂ／Ｌに対して積荷目録情報登録が行われていないこと。
（変更前Ｂ／Ｌは出港前報告のみ行われていること）

ＭＦＲ業務後にＢ／Ｌ番号の変更が発生した際には、現行と同様にＣＭＦ０１またはＣＭＦ０２業務
により当該Ｂ／Ｌを削除したうえで、変更後のＢ／Ｌ番号に対してＭＦＲ又はＣＭＦ０２業務を行う。
※ＢＬＬ業務は出港前報告された変更前のＢ／Ｌ番号との関連付けを行う業務であり、入港前報告さ

れた変更前のＢ／Ｌ番号との関連付けを行う機能はない。

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（32）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑬ Ｂ／Ｌセパレート等発生時の現行における問題点と次期における改善内容（４）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（33）

256



詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑬ Ｂ／Ｌセパレート等発生時の現行における問題点と次期における改善内容（５）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（34）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑭ 出港前報告制度および入港前報告制度にかかる業務における入力項目の変更点（１）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（35）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑭ 出港前報告制度および入港前報告制度にかかる業務における入力項目の変更点（２）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（36）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．主な変更点 ⑭出港前報告関連業務の項目変更等に伴う後続業務の変更点（３）

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（37）

以下①、②の出港前報告関連業務における項目変更に伴い、関連する後続業務においても見直しを実施する。
① ＭＦＲ業務等（ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２）およびＮＶＣ０１の品名等の入力桁数を出港前報告関連業務の入力桁数に合わせる。

② ＡＭＲ業務等（ＡＭＲ、ＣＭＲ）及びＭＦＲ業務等（ＭＦＲ、ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２、ＣＭＦ０３）
に「運航船会社航海番号」を任意項目 として追加する。

・「貨物情報照会（ＩＣＧ）」業務（指定情報：ＴＴＬ）
・「出港前報告照会（ＩＡＲ）」業務

輸入貨物
情報訂正

ＳＡＩ

貨物情報照会 ＩＣＧ ハウスＢ
／Ｌ貨物
情報照会
ＩＮＶ*

ＳＭＲ
概要情報

ＴＴＬ
全体情報

ＳＨＰ
荷送受人

情報

ＢＮＤ
入出庫

管理情報

ＴＲＮ
搬出入
情報

ＤＩＴ
輸出入申告
関連情報

ＯＬＴ
保税運送
関連情報

ＦＴＭ
フリー

タイム情報

品名を70桁から350桁に変更 ● ● ● ● ● ●

代表品目番号を4桁から6桁に変更 ● ● ●

荷送人名／荷受人名／着荷通知先名を
175桁から70桁に変更

● ※ ※ ※ ※ ※ ●

荷送人住所／荷受人住所／着荷通知先住所を
105桁から175桁に変更

● ● ● ● ● ●

※荷送人名／荷受人名／着荷通知先名については、登録業務において175桁から70桁に変更を行うが、システム外搬入等の影響を考慮し、ＩＣＧ業務では175桁のままとする。

*現行業務名称は「混載貨物情報照会」
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

４．プログラム変更要望に係る対応

項
番

業務 検討事項及び要望 サブＷＧ検討結果
検討
要否

１ ＩＭＬ Ｂ／Ｌの件数が表示されないため件数を確認するのに時間がかか
る。このためＡＭＲの報告漏れが発生した。
ＩＭＩ業務のようにＢ／Ｌ件数が一目でわかるようにしてほしい。
（追記：ＡＭＲ業務で登録されたマスター・オーシャンＢ／Ｌの
み出力させてほしい）

新規照会区分「Ｈ：概要情報照会（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ）」
にＢ／Ｌ総件数を出力する。

○

２ ＡＨＲ ハウスＢ／Ｌを報告してもマスターＢ／Ｌとのマッチング不明な
ため、報告期限を過ぎてからマスターＢ／Ｌ番号等の入力誤りに
気付くため報告遅延になってしまう。
マスターＢ／Ｌとのマッチングが分かるようにしてほしい。

新規出力帳票を追加し、ハウスＢ／Ｌ報告完了「Ｅ」を条件にマスター
の報告状況を関連するハウスの報告者に通知することとする。

○

３ ＡＨＲ ＡＨＲ「Ｅ」入力による「ハウスＢ／Ｌ報告完了通知」は、船会
社のＡＭＲ後でなければ通知されない。
ＡＨＲの「Ｅ」入力がＡＭＲ前であってもＡＭＲ実施者に完了通
知が出力できるようにしてほしい。

ＡＨＲ「Ｅ」入力がＡＭＲ前であってもＡＭＲ実施者に「ハウスＢ／Ｌ
報告完了通知」を出力することとする。

○

４ ＶＣＡ 出港前報告制度の運用開始に伴い韓国Ｆｅｅｄｅｒ船会社積トラ
ンシップ貨物のＭＦＲ／ＤＭＦ登録を書く地方港に委託する案件
増加のため、ＶＣＡの制限値が港別100件の登録を超え新しい港
の追加登録ができない状態であるため、150港（現在コード集に
掲載されている港（開港）の数が136港）登録可能としてほしい。

200港まで可能とする。 ○

５ ＤＭＦ ＤＭＦは船卸港単位で実施しており、近海航路の船舶について前
航海の貨物がシステムに残っている場合には、船卸港枝番の運用
で対処しているが運用が難しいため航海番号の登録をできるよう
にしてほしい。

航海番号を一意制約項目とすることについては、「運航船会社航海番
号」を必須項目として、船卸港枝番による業務運用の複雑化を解消する
ことを目的し提案したが、運用に影響を与える可能性があり、自社シス
テムへの影響が多大となる等の問題により、現行仕様の継続が望ましい
ものと考えられることから、「運航船会社航海番号」の必須項目化につ
いては見送ることとする。
ただし、ＭＦＲ業務、ＡＭＲ業務等に関しては、出港前報告制度に係る
仕様変更に伴い入出力項目の追加変更等が行われることから、将来的な
活用も見据えて「運航船会社航海番号」については任意項目として追加
することとする。

△

貨物 海上

第17回
第18回
第20回
第21回
第22回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-7
出港前報告制度に係る関連業務の見直し（38）
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貨物 海上
第13回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-8 Ｂ／Ｌ番号入力仕様の見直し（１）： 35桁化

・Ｂ／Ｌ番号の入力について、ＮＡＣＣＳ用船会社コード（４桁）+３１桁の計３５桁までの入力を可能とする。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

項
番

業務
コード

業務名称
項
番

業務
コード

業務名称

１ ＣＨＪ 貨物情報仕分け 13 ＳＣＲ 簡易貨物情報登録

２ ＣＨＵ 貨物取扱登録（仕合せ） 14 ＳＯＴ 保税運送申告（承認）変更

３ ＳＨＳ 貨物取扱登録（改装・仕分け） 15 ＡＨＲ 出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）

４ ＣＰＣ 不開港出入許可申請 16 ＡＭＲ 出港前報告

５ ＢＩＸ システム外搬入確認取消 17 ＣＨＲ 出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）

６ ＢＩＢ システム外搬入確認（輸入貨物） 18 ＣＭＲ 出港前報告訂正

７ ＣＹＢ システム外ＣＹ搬入確認（コンテナ単位） 19 ＣＭＦ０１ 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）

８ ＣＹＤ システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位） 20 ＣＭＦ０２ 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）

９ ＣＹＤ０１ システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（事前登録） 21 ＭＦＲ 積荷目録情報登録

10 ＮＶＣ０１ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除） 22 ＩＤＡ 輸入申告事項登録

11 ＮＶＣ０２ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（関連付け） 23 ＩＤＡ０１ 輸入申告変更事項登録

12 ＯＬＣ 保税運送申告 24 ＳＷＡ シングルウィンドウ輸入申告事項登録

Ｂ／Ｌ番号の35桁入力が可能となる業務は、下表のとおり。
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共通 海上
第13回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-8 Ｂ／Ｌ番号入力仕様の見直し（２）： 仕分け（仕合せ）・内取り

・仕分け（仕合せ）業務を実施した際の取扱枝番について、仕分（仕合）親の取扱枝番を引き継ぐ仕様とする。
・「貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）」業務に新たに区分を設け、内取りを可能とする。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

・「貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）」業務は「仕分前貨物管理番号」、「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務は

「仕分前Ｂ／Ｌ番号」を仕分親番号とし 、直前の仕分親番号に対し取扱枝番が払い出される。

・次期仕様においては、 「貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）」業務で
内取りの実施を可能とする。
ＳＨＳ業務、仕分数の項目に新たに「内取り：0（ゼロ）」の区分を設ける。

・繰返し部に「内取元」と「内取りをする分」の２つの情報を入力する。
内取元についてはＢ／Ｌ番号を変更せず、内取りの度に内取りをする分の貨物に
ついて、枝番を付与して貨物情報を作成する。

仕分親

ABCD100
ABCD100B

ABCD100A ABCD100AA

ABCD100AB

ABCD100ABA

ABCD100ABB

仕分け① 仕分け② 仕分け③

枝番の付与はＡ→Ｖ、その後ＡＡ→ＶＶの順

※枝番にＩ・Ｏ（オー）・Ｗ・Ｘ・Ｙ・Ｚは使用しな
い。

内取仕様
貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）業務画面

・「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務についても、直前の先頭に入力された輸出管理番号に対し取扱枝番が払い出される。

例：仕分けのフロー
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貨物 海上
第11回

ＷＧ
基本
Ⅲ-3 システム制限値の見直し（４）：１Ｂ／Ｌあたりのコンテナ件数の拡大

・ 海上輸出入業務における１Ｂ／Ｌあたりのコンテナ件数の制限値について、100件から200件に変更する。

詳細仕様検討結果

海上輸出入業務における１Ｂ／Ｌで指定可能なコンテナ件数を最大１００件から２００件に拡大する。

これに伴い、以下の変更を実施する。

１．入力画面において、１Ｂ／Ｌに紐づくコンテナ情報繰返部を１００欄から２００欄に変更する。（変更対象は
ＷＧ資料を参照）

２．出力情報において、１Ｂ／Ｌに紐づくコンテナ情報を出力している情報について、コンテナ情報繰返部を
１００欄から２００欄に変更する。 （変更対象はＷＧ資料を参照）

３．１Ｂ／Ｌに対して１００コンテナの制限値チェックを行っている業務について、制限値を２００コンテナに
変更する。 （変更対象はＷＧ資料を参照）

オンライン業務の変更点

「港湾統計用輸入貨物データ（Ｋ０４）」、「港湾統計用輸出貨物データ（Ｋ０５）」及び「港湾統計用仮陸揚貨物
データ（Ｋ０６）」において、コンテナ番号、空／実入識別、コンテナサイズ 及び コンテナタイプの繰返し数を
１００から２００に変更する。

バッチ業務の変更点

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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貨物 海上
第14回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他

「輸入コンテナ引取予定情報通知（ＩＤ通知）（ＲＳＳ０１）」業務における通知先
誤入力への対応

・ 通知先を誤入力して送信した際、誤りに気づくのが遅れ引取に支障が出る場合があるため、Ｂ／Ｌ番号、コンテナ番号等
の情報からＣＹコードと相違がある場合に、注意喚起メッセージ等を出力する。

詳細仕様検討結果

「輸入コンテナ引取予定情報通知（ＩＤ通知）（ＲＳＳ０１）」業務において、通知先に入力された業種がＣＹの場合で、以
下の条件のいずれかに該当する場合に、注意喚起メッセージを出力するように処理を追加する。

１． 運送中のコンテナが入力された場合
２． 蔵置中のコンテナが入力された場合で、当該保税地域を管理する利用者コードと入力された通知先が異なる場合

Ⅸ 詳細仕様検討結果

通知先を誤った場合の次期業務フローイメージ

処理結果通知
Ｗ０００１(追加)

輸入コンテナ引取
予定情報通知
ＲＳＳ０１

輸入コンテナ引取
予定ＩＤ通知情報

ＳＡＬ０５０

海貨業等

コンテナ蔵置中のＣＹ

コンテナ未蔵置のＣＹ

輸入コンテナ引取
予定ＩＤ通知情報

ＳＡＬ０５０

輸入コンテナ引取
予定情報確認通知

ＲＳＴ０１

輸入コンテナ引取
予定ＩＤ確認情報

ＳＡＬ０５１

輸入コンテナ引取
予定情報通知
ＲＳＳ０１

誤った通知先 正しい通知先

引取予定コンテナ

新規

１回目の送信

２回目の送信 通知先を誤ったことに気付いたので、
通知先を訂正して再送信

コ
ー
ド

W0001

内

容

入力されたコンテ
ナは以下のいずれ
かに該当するため、
通知先が正しいか
確認する。
①入力されたコ

ンテナが運送
中である。

②入力されたコン
テナが蔵置され
ている保税地域
の管理者と入力
された通知先が
異なる。

処

置

通知先が誤ってい
る場合は、正しい
通知先に対して再
度ＲＳＳ０１業務
を実施する。

○注意喚起メッセージ

265



貨物 海上
第17回
WG追記

基本
Ⅳ-6-9

海上仮陸揚貨物に係る処理の見直し

・「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務における次船卸港の追加について、登録可能なタイミングを
見直し、前港でのＤＭＦ以降は次港におけるＣＭＦ０３業務を実施可能とする。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

＜現行＞「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務の実施可能なタイミングは、前港における船卸確認業務や、
次港における積荷目録提出業務の実施の有無に影響されるため、実態に即した運用に支障をきたしている。

＜次期＞海上仮陸揚貨物について、前港でのＤＭＦ後であればＣＭＦ０３はいつでも登録可能とする。
ただし、次港のＣＹが「９９９９９」の場合は、前港でのＣＬＲ後に可能とする＊。
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WG
基本

Ⅳ-6-9
空コンテナの仮陸揚対応

・ 「ＭＦＲ（積荷目録情報登録）」業務等*において空コンテナの仮陸揚届情報の登録を行うことにより、システムによる
仮陸揚届の提出を可能とする。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

次期：①空コンテナと仮陸揚識別「２８：仮陸揚貨物」の同時入力を可能とする。

② ＭＦＲ等により仮陸揚空コンテナが登録された場合に、
当該コンテナ番号および仮陸揚届受理番号を記した仮陸揚
届出情報をＤＭＦを契機に出力する。
⇒ 出力先：船会社、ＣＹ、税関（監視）

* 「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務
「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）（ＣＭＦ０１）」業務
「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務

仮陸揚貨物の搬入時保税運送自動起動の
旨の入力は不可
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貨物 海上
第10回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 Ｂ／Ｌ番号体系変更時のＲＳＳ０１業務の実施可能化

・ 「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務実施後、Ｂ／Ｌ番号体系変更の場合でも、当初のＢ／Ｌ番号における「輸入コンテナ引取
予定情報通知業務（ＲＳＳ０１）」業務を実施可能とする。

詳細仕様検討結果

ＣＨＪ 業務により登録された情報：仕分け親Ｂ／Ｌ番号と子Ｂ／Ｌ番号でＲＳＳ０１業務及びＲＳＳ１１業務を実施可能とす
る。

ＣＨＪ業務実施

コンテナ３本を
枝番Ａ（１本）と枝番Ｂ（２本）に仕分け

Ｂ／Ｌ番号での
業務実施を可能
とする。ただ
し、仕分親Ｂ／Ｌ
情報のＤＢ保存
期間経過後（Ｃ
ＨＪ業務実施日
を起算日として
６日後）は実施
不可となる。

*コンテナ単位で
複数回送信可能

Ｂ／Ｌ番号：ＡＢＣＤ１００

仕分親
コンテナＡ

コンテナＢ コンテナＣ

Ｂ／Ｌ番号：ＡＢＣＤ１００Ａ

コンテナＡ

仕分子

コンテナＢ コンテナＣ

Ｂ／Ｌ番号：ＡＢＣＤ１００Ｂ

仕分子

親Ｂ／Ｌ番号

ＲＳＳ０１業務

ＲＳＳ０１業務

ＲＳＳ０１業務

子Ｂ／Ｌ番号

子Ｂ／Ｌ番号

業務コード 変更点

ＲＳＳ０１
輸入コンテナ
引取予定情報
通知(ＩＤ通知)

情報仕分親Ｂ／Ｌ番号
が入力された場合でも
業務実施可能となる
ようにチェック処理を
変更する。

ＲＳＳ１１
（ ＲＳＳ１２）
輸入コンテナ引
取予定情報通知
(ＩＤ通知)呼出
し等

ＲＳＴ０１
輸入コンテナ
引取予定確認
情報通知(ＩＤ
確認)

貨物情報ＤＢチェック
において、ＲＳＳ０１
業務で登録されたＢ／
Ｌ番号が情報仕分親の
場合は、貨物情報ＤＢ
が存在しない場合でも
業務実施可能となる
ようにチェック処理を
変更する。

ＲＳＴ１１
輸入コンテナ
引取予定確認
情報通知(ＩＤ
確認)呼出し

関連業務における変更点

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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WG
基本

Ⅳ-6-他 ＡＣＬ業務の見直し（１）

・ ＡＣＬ業務について見直しを行い、必要な改善を実施する。

詳細仕様検討結果

項番 項 目 内 容

1 ＡＣＬ業務の統廃合
及び名称変更

・ 現行ＡＣＬ０１及びＡＣＬ０２は廃止し、現行ＡＣＬ０３を新ＡＣＬ０１、現行ＡＣＬ０４を新ＡＣＬ０２と
する。

・ 現行ＡＣＬ「船積確認事項登録」の業務名を「ＡＣＬ情報登録」に変更し、ＡＣＬ０２業務の業務名に
「自動車船用」を追加する。（注：ＡＣＬ＝Acknowledgement  of Cargo Loading）

2 決済関連業務の廃止 ・ 現行決済業務については、即時性が無いことが利用が進まない大きな課題となっており、現時点でこの解消手段
はなく利用拡大は見込めないことから、次期においては、以下の決済業務を廃止する。

・ 決済関連業務の廃止に伴い、ＡＣＬ業務の関連項目の「電子決済希望識別」欄、「請求先」欄及び「請求先名」
欄を削除する。

・ Sea Waybill発行機能についても、決済機能の利用を前提としていることから上記廃止に伴い関連項目の
「出力先」欄、「出力先名」欄を削除する。

現行業務名 第６次ＮＡＣＣＳ業務名

ＡＣＬ０１ 船積確認事項登録（コンテナ船用） ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）

ＡＣＬ０２ 船積確認事項登録（在来船用） ＡＣＬ情報登録（在来船・自動車船用）

ＡＣＬ１１ 船積確認事項登録呼出し ＡＣＬ情報呼出し

ＡＣＬ１２ 船積確認事項登録（ハウス単位）呼出し ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出し

ＩＡＬ 船積情報照会 ＡＣＬ情報照会

ＩＡＣ 船積情報登録状況照会 ＡＣＬ情報登録状況照会

Ⅸ 詳細仕様検討結果

業務コード 業務名 業務コード 業務名 業務コード 業務名

ＷＢＩ ＳＷＢ確定通知 ＰＡＳ 支払選択登録 ＩＷＢ ＳＷＢ情報照会

ＷＢＩ１１ ＳＷＢ確定通知呼出し ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し ＩＩＳ ＳＷＢ請求情報一覧照会

ＷＢＳ ＳＷＢ情報通知 ＩＩＳ ＳＷＢ請求情報一覧照会
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ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 ＡＣＬ業務の見直し（２）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

項番 項 目 内 容

3 プログラム変更要望 ・ ＡＣＬ業務に対するプログラム変更要望のうち、要望が多かった項目について見直しを実施する。
詳細は、次表のとおり。

業務コード プログラム変更要望 詳細仕様

1 ＡＣＬ 共通部のグロス重量／容積と繰返部（ＣＬＰ）の各コンテナの
重量／容積のチェック機能を追加してほしい。

共通部の合計グロス重量／容積と、繰返部（ＣＬＰ）の各コンテナ
の重量／容積の合計を比較し不一致の場合はワーニング対応とする。

2 現行では、船会社／ＮＶＯＣＣ欄のほかに３欄ある通知先欄を
増やしてほしい。また、通知先としてＣＹ・ＣＳＦ欄を独立し
た入力項目としてほしい。

通知先を船会社／ＮＶＯＣＣ欄、ＣＹ／ＣＦＳ欄及びその他の通知
先３欄の５欄の構成とする。

3 ＡＣＬ業務を実施した者が分かるようにしてほしい。 「担当者名」「担当者電話番号」の入力欄を追加し、ＡＣＬ業務を
実施した会社名を新たに出力する。

4 記号番号欄のレイアウト（現行35桁×４行（繰返90））を変更
してほしい。

記号番号欄について、35桁×20行（繰返18）の構成に変更する。

5 船会社が発行するＭａｓｔｅｒ Ｂ／Ｌ Ｎｏ.を記載出来る欄を
増やしてほしい｡

ＭａｓｔｅｒＢ／Ｌ Ｎｏ．欄の入力欄を追加する。

6 着荷通知先住所電話番号、荷受人住所電話番号の欄は105桁で
あるため､桁数を増やしてほしい｡

荷送人、荷受人、着荷通知先の住所・電話番号欄について現行の105
桁に70桁を追加し175桁とする。

7 シール番号欄を４欄にしてほしい｡ シール番号欄を１欄追加し４欄に変更する。

8 内個数を10個くらいに増やしてほしい｡ 内個数の入力欄を追加し10欄とする。
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ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 ＡＣＬ業務の見直し（３）

詳細仕様検討結果

業務コード プログラム変更要望 詳細仕様

9 ＡＣＬ 記号番号欄及び品名欄に「SEE ATTACHED SHEET」と入力さ
れた場合、エラーまたは注意喚起メッセージ出してほしい。

エラーまたは注意喚起メッセージによる対応はせず、記号番号欄、品名
欄に２欄以上入力があった場合の出力メッセージを「SEE ANOTHER 
ACL DATA」に変更する。

10 送信後の印刷でも、通知先を表示してほしい。 出力帳票に通知先を追加する。

11 「記事」欄の桁数を増やしてほしい。 「記事」欄の桁数を280桁から350桁に拡大する。

12 ＡＣＬ０２業務の「車台番号」、「エンジン番号」の欄数を増
やしてほしい。

ＡＣＬ０２業務の「車台番号」、「エンジン番号」の欄数を150欄から
400欄に変更する。

13 ＩＡＬ 「船積情報照会（ＩＡＬ）」業務の照会結果に、ＡＣＬ業務の
送信履歴を出力してほしい。

送信履歴を５件出力する。

14 ＩＡＬ業務による照会結果に、通知先コード１、2が表示され
ないので、出力してほしい。また、ＡＣＬ仮登録でも照会が可
能となるようにし、仮登録状態か本登録状態か、取り消し状態
かを区別できるようにしてほしい。

出力情報に通知先と登録の区分を追加する。
また、ＡＣＬ仮登録状態でも仮登録者からの照会を可能とする。

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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詳細仕様検討結果

項番 項 目 内 容

1 業務フローの確認
及び利用実態

・ 現行業務フローについては、基本的に問題は無いことが確認され、以下について改めて合意した。
① 第６次ＮＡＣＣＳにおいても、現行フローを踏襲することを原則とする。

なお、入出力項目の見直しについては、多数の意見が提出されたが、ＣＹのＴＯＳ (注) 改修等への影響を
考慮し、必要最低限の見直しとする。

② 荷主等による船会社等に対する船腹予約業務を新たにシステム化し、「ＢＫＲ（ブッキング情報登録）」
業務での利用を可能とする。

2 デマレージ等の
決済業務

・ 現行決済業務については、即時性が無いことが大きな課題となっており、現時点では現行以上の決済機能
を提供することは難しい状況にあることから、現行のままでは利用拡大は見込めない。
このため、次期においては次のオンライン業務及び管理資料「電子決済入金予定データ」を廃止する。

3 ＷｅｂＮＡＣＣＳ
対象業務

・ ＣＹ搬出入業務では、以下の業務を ＷｅｂＮＡＣＣＳにより提供しているが、決済業務自体の廃止、
また、各業務の利用実態等を踏まえて、次期においてはＷｅｂＮＡＣＣＳでの提供を廃止する。

業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名

ＡＣＴ 請求情報登録 ＰＡＳ 支払選択登録 ＩＡＩ 請求情報一覧照会

ＡＣＴ１１ 請求情報登録呼出し ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し ＩＡＴ 請求情報照会

ＩＰＳ 電子決済情報照会

Ⅸ 詳細仕様検討結果

業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名

ＰＵＬ 空コンテナピックアップ一覧作成 ＰＡＳ 支払選択登録 ＩＡＴ 請求情報照会

ＰＣＤ 空コンテナ引渡情報登録 ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し ＩＰＳ 電子決済情報照会

ＩＰＵ ピックアップオーダー照会

(注) TOS：Terminal Operation System

貨物 海上
第11回
第17回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 ＣＹ搬出入業務の改善（１）

・ ＣＹ搬出入業務について見直しを行い、必要な改善を実施する。
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

業 務 名 概 要

空コンテナピックアッ
プ登録（ＰＵＲ）

空コンテナピックアッ
プ変更（ＰＵＨ）

１．入力項目の追加 ： ① 「湿度（数字２桁）」 ② 「通知先（英数字５桁）」※

※ 通知先コード欄に入力がある場合は、空コンテナピックアップオーダー申込先、又は、ピックアップ先利用者
に出力される出力情報を、通知先コード欄の利用者に対して送信する機能を追加する（次項目において同じ）。

２．チェック機能の見直し： 現在、ＰＵＲ業務で入力した内容とブッキング情報の内容に差異がある場合は、
注意喚起メッセージ及びブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報を出力している
が、当該差異チェックの対象項目のうち、以下の11項目はチェック対象外に変更する。

① 冷凍コンテナプレクーリング要表示 ② 設定温度（上限） ③ 設定温度 ④ 設定温度（下限）
⑤ 温度単位コード ⑥ 通風孔 ⑦ 海洋汚染物質有表示 ⑧ 少量/微量危険物有表示 ⑨ ＩＭＯ ＣＬＡＳＳ
⑩ ＵＮ № ⑪ ＰＫＧ ＧＲＯＵＰ

※ ブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報（ＳＡＴ０８４）の出力項目より対象外となった上記項目を削除。

空コンテナピックアッ
プ回答（ＰＵＡ）

１．入力項目の見直し

（１）項目追加 ： ①「湿度（数字２桁）」 ②「搬入予定先ＣＹ名（日本語３０桁）」

（２）桁数変更 ： 「記事（申込者返信用／ピックアップ先連絡用）」 ⇒ 日本語１４０桁から同４００桁に変更

（３）項目削除 ： 「空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別」欄を削除
⇒ 同欄削除に伴い、ＰＵＡ業務で入力された内容で空コンテナピックアップオーダー情報を上書き訂正する。

２．送信電文形式の変更
ＰＵＡ業務の回答結果をＰＵＲ実施者に出力する以下の電文について、ＥＸＣ型からＥＸＺ型に変更する。
①空コンテナ搬出確認情報（ＳＡＴ０８９）
②空コンテナ搬出確認訂正情報（ＳＡＴ０９０）
③空コンテナ搬出確認訂正（詳細）情報（ＳＡＴ０９１）
④空コンテナピックアップ回答情報（ＳＡＴ０９５）
⑤空コンテナピックアップオーダー・回答取消情報（ＳＡＴ１３３）

４．プログラム変更について（１）

貨物 海上
第11回
第17回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 ＣＹ搬出入業務の改善（２）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

業 務 名 概 要

空コンテナ引渡情報登録
（ＰＣＤ）

１．入力項目の追加 ： ① 「シールＮｏ」（６回繰返し）
⇒ 同欄の追加に伴い、機器受渡証（ＥＩＲ）情報（ＳＡＴ０９９）のフォームも併せて変更する。

２．引渡日時の未来日入力可能化 ： ＰＣＤ業務における入力項目である「引渡年月日」欄について、現行では、
未来日の入力は不可としているが、次期においては、未来日についても
入力を可能とするように変更する。

（事前に機器受渡証（ＥＩＲ：Equipment Interchange Receipt）を発行することが可能となる。）

ＣＹ搬入票情報登録
（ＣＹＨ）

ＣＹＨ業務で入力する「総重量」と「コンテナ自重と貨物重量の合計値」との一致チェックを行い、一致しない場合は、
「不一致である」旨の注意喚起メッセージを新たに出力するよう変更する。

なお、入力された「コンテナ自重と貨物重量の合計値」は、総重量の単位に変換のうえチェックを行う。ただし、「コンテ
ナ自重」と「貨物重量」のいずれかの項目に入力がない場合は、一致チェックの対象外とする。

バンニング・ＣＹ搬入票
情報登録（ＶＡＨ）

ＶＡＨ業務で入力する「総重量」と「コンテナ自重および欄部のコンテナ重量の合計値」との一致チェックを行い、一致し
ない場合は、「不一致である」旨の注意喚起メッセージを新たに出力するよう変更する。

なお、「コンテナ自重および欄部のコンテナ自重の合計値」は、コンテナ自重および欄部のコンテナ重量を入力された総重
量の単位に変換し総重量を算出のうえ、チェックする。

ブッキング情報登録
（ＢＫＲ）

入力された「積出港ＣＹの利用者」及び「荷受地ＣＹの利用者」へ送信されるブッキング情報登録通知情報について、ＣＹ
側で受信要否の設定を可能とする機能を追加する。

船腹予約業務のシステム化に際し、にＢＲＲ業務で払い出される「ブッキング申込番号」を追加する。

ブッキング情報変更登録
（ＢＫＣ）

ＢＲＲ業務で払い出される「ブッキング申込番号」および船腹予約ＮＧ回答処理の追加に伴い、「記事（ブッキングＮＧ
用）」欄（210桁）を追加する。

また、現在ＢＫＣ業務によってコンテナサイズ、コンテナタイプのブッキング情報訂正を行うと、空コンテナピックアップ
ＤＢが無効となるが、ＰＵＲ業務実施者およびピックアップオーダー申込先（ＣＹ）に「ブッキング情報取消通知情報」等の
通知がないため、ＰＵＲ／ＰＵＡ業務が無効となった旨を新規帳票等でピックアップオーダー関係者に通知する。
（詳細は次頁のとおり）

４．プログラム変更について（２）

注：「ブッキング一覧照会（ＩＢＬ）」業務の改善については、実施を見送る（現在の利用状況下において、ＢＣＣ業務等の改善が行われても自社
システムで対応することは困難という意見が大勢であることを踏まえ、更改時期における対応は実施しない。）。

貨物 海上
第11回
第17回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 ＣＹ搬出入業務の改善（３）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

４．プログラム変更について（３）

貨物 海上
第11回
第17回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 ＣＹ搬出入業務の改善（4）

船会社 海貨業 ＣＹ 通知先 ＮＡＣＣＳ

ブッキング内容の変更に併せ
て空コンテナピックアップ情
報が自動的に削除される。

ブッキング
情報訂正通知

新規帳票 空コンテナピック
アップオーダー

取消情報

ＢＫＣ業務によって空コンテナピックアッ
プ情報が取り消された旨が分かる新規帳票
を出力する

関係者には、既存帳票を
出力する。

既存の「空コンテナピックアップオーダー取消情報（ＳＡＴ０８７）」と同等の情報に「ＢＫＣ業務によって空コンテナピック
アップＤＢが取り消された。必要に応じて再度ＰＵＲ業務を実施する。」旨を記載した新規帳票をＰＵＲ業務実施者へ出力し、併
せて既存の「空コンテナピックアップオーダー取消情報（ＳＡＴ０８７）」を関係者（申込先ＣＹ等）に出力する。

①40ft 9'6 1本
②20ft 8'6 1本

ブッキング情報登録

ＢＫＲ

①40ft 9'6 1本

②20ft 8'6 1本

コンテナピック
アップ登録

ＰＵＲ

コンテナピック
アップ登録

ＰＵＲ

ブッキング
ＤＢ

①40ft 9'6 1本
②20ft 8'6 1本

①40ft 9'6 1本

②20ft 8'6 1本

①40ft 8'6 1本
②20ft 8'6 1本

ブッキング情報変更

ＢＫＣ

①40ft 9'6 1本

②20ft 8'6 1本

空コンテナ
ピックアッ

プＤＢ

空コンテナ
ピックアッ

プＤＢ

「40ft 9‘6 1本」が「40ft 8’6 1本」に
変更になった旨の連絡

①40ft 9'6 1本
40ft 8'6 1本

②20ft 8'6 1本

40HQ

40GP

40HQ

40HQ

40GP

ブッキング
ＤＢ
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貨物 海上

第11回
第17回
第18回 WG
第20回
第21回

基本
Ⅳ-5-1(6)

危険物明細書のシステム化（１）

・ 危険物明細書のシステム化を検討する。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

項
番 項 目 内 容

１ 主な検討課題 危険物明細書のシステム化を検討

２ 検討概要 １．危険物明細書（通称：赤紙）

危険物の運送を依頼する者（荷送人）とその運送を引き受ける者（運送人：船舶所有者又は船
長）の間で締結される運送契約の対象となる危険物の明細を運送人に通知するとともに、荷送人が
運送を依頼した危険物が関係規則に適合していることを運送人に対し証明するための書類である。

２．検討内容

現在、上記「危険物明細書」については、マニュアル（紙）ベースでの運用が行われているが、
第６次ＮＡＣＣＳにおいてシステム化を図り、業務の効率化等を実現する。

3 検討結果 １．「危険物明細書」作成のための新規業務を提供する。

２．前記１で作成される「危険物明細書」情報を利用して「危険物積荷一覧リスト」の作成を可能と
する。

３．「危険物明細書」情報を流用して、「危険物・有害物事前連絡表」（通称：白紙）の作成を可能
とする（危険物・有害物事前連絡表の既存様式（ブランク）への印字）。
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貨物 海上

第11回
第17回
第18回 WG
第20回
第21回

基本
Ⅳ-5-1(6)

危険物明細書のシステム化（２）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

現状における危険物明細書の作成フローについて

C

Y

保
税
蔵
置
場
・
Ｃ
Ｆ
Ｓ

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

危険物明細書※
の作成・送付

危険物明細
の通知

輸
出
入
者

船
社

危険物明細書
の追記・送付

危険物積荷一覧リスト
危険物明細書（原本）

危険物コンテナ収納検査証
の送付

危険物積荷
一覧書の作成

危険物明細書
の受領（原本）

収納検査
依頼

化学物質等安全
ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの送付

or

地方運輸局長又は
登録検査機関

危険物ｺﾝﾃﾅ収納
検査証（原本）の送付

保税蔵置場でのバンニング
作業前までに送付。
※内航船の場合、作成しない。
（事前連絡表をステベに提出）

危険物ｺﾝﾃﾅ収納
検査証の受領

≪ 収納検査対象危険物以外の場合 ≫ ≪ 収納検査対象危険物の場合 ≫

or

危険物ｺﾝﾃﾅ収納
検査証の保管

or

海
貨

危険物積荷一覧
リストの作成

危険品明細書の項目にはない、
船のロケーションＮＯ．等
の情報を追加する。

※危険物明細書及びコンテナ危険物明細書

危険物明細書
（写）の保管

危険物ｵﾝﾗｲﾝ
申請ｼｽﾃﾑ

or

郵送・バイク便等

ＦＡＸＥメール

書類

仮陸揚時には
新たに作成しない。
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貨物 海上

第11回
第17回
第18回 WG
第20回
第21回

基本
Ⅳ-5-1(6)

危険物明細書のシステム化（３）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

システム化フロー（案）
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貨物 海上

第11回
第17回
第18回 WG
第20回
第21回

基本
Ⅳ-5-1(6)

危険物明細書のシステム化（４）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

業 務コード 業 務 名 業 務 概 要 入力者

ＤＤＲ 危険物明細情報登録 危険物明細情報の登録・訂正・取消しを行う。 輸出入者、海貨業、
ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場

ＤＤＲ０１ 危険物明細情報登録
（危険物・有害物事前連絡表）

入力された内容に基づいて「危険物・有害物事前連絡表」の書式に合わせて印
字可能となる情報を出力する。

同上

ＤＤＲ１１ 危険物明細情報登録呼出し 新規登録・訂正・削除のために、システムに登録された情報を呼び出す。 同上

ＤＤＣ 危険物明細情報確認 システムに登録された危険物明細情報を確認または訂正依頼を行う。本業務に
おいて確認完了された場合は、ＤＤＲ業務不可となる。

ＣＹ、船舶代理店、船会社

ＤＤＣ１１ 危険物明細情報確認呼出し 「訂正依頼」・「確認完了」のために、システムに登録された情報を呼び出す。 同上

ＤＣＲ 危険物明細受付締切日登録 危険物明細情報の登録受付締切日時を設定することにより、登録受付締切日時
以降はＤＤＲ業務による登録・訂正・削除を実施不可とする。

同上

ＤＣＲ１１ 危険物明細受付締切日呼出し・照会 新規登録・訂正・削除のために、システムに登録された情報を呼び出す。 ＣＹ、船舶代理店、船会社、
輸出入者(*)、ＮＶＯＣＣ(*)、
海貨業(*)、保税蔵置場(*)

(*): 照会のみ可能

ＩＤＲ 危険物明細情報照会 システムに登録された危険物明細情報を照会する。 輸出入者、海貨業、
ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場、
ＣＹ、船舶代理店。船会社

ＤＬＲ 危険物積荷一覧情報出力 「登録完了」した危険物明細情報を対象として危険物積荷一覧情報を登録し、
Dangerous Cargo List帳票を入力者に出力する。

ＮＶＯＣＣ、ＣＹ、
船舶代理店、船会社

ＤＬＲ１１ 危険物積荷一覧情報呼出し 新規登録・訂正・削除のために、システムに登録された情報を呼び出す。 同上

１．新規業務
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貨物 海上

第11回
第17回
第18回 WG
第20回
第21回

基本
Ⅳ-5-1(6)

危険物明細書のシステム化（５）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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貨物 海上

第11回
第17回
第18回 WG
第20回
第21回

基本
Ⅳ-5-1(6)

危険物明細書のシステム化（６）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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貨物 海上
第17回
第18回 ＷＧ
第20回

基本
Ⅳ‐６‐他

船腹予約業務のシステム化（１）

・ 現在、荷主等から船会社（ＮＶＯＣＣ）に対する船腹予約（ブッキング）業務はＮＡＣＣＳの対象外となっているが、
第６次ＮＡＣＣＳにおいて、システム化を実施する。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

船会社等
A

パターン⓪：
・船会社へ電話又はeメールを利用して申込み
・船会社からの回答も電話又はｅメールを利用して荷主に通知

荷主 Ｗｅｂ

パターン③：
・船会社ＨＰから書式をダウンロード→記入の上メール、ＦＡＸを

利用して申込み
・船会社からの回答もメール、ＦＡＸを利用して荷主に通知

パターン②：
・INTTRA, CargoSmart, GTNexs 等が提供するサービスを

利用して申込み
・船会社からの回答も同サービスを利用して荷主に通知

②

③

現 況

パターン①：
・船会社ＨＰ上からＷｅｂを利用して申込み
・船会社からの回答はＷｅｂ又はｅメールを利用して荷主に通知①

⓪

Ｗｅｂ

or

Ｗｅｂ

船会社等
Ｂ

船会社等
Ｃ

船会社等
Ｄ

１．船腹予約の現況
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

２．船腹予約業務（新設）の開発に係る基本的な考え方

新業務は、事前に包括運送契約を締結している荷主、海貨業者およびＮＶＯＣＣと、船会社（主に自社システム保有）との
間での個別運送時のコンテナ貨物の船腹予約をＥＤＩ化することを開発の標的とする。

利 用 者 現状と新規業務への想定されるニーズ

1. 船 会 社 ・自社やＳＰのホームページ、荷主とのシステム間接続（ＥＤＩ）によりｅ－ｂｏｏｋｉｎｇ を提供しているが利用は拡大していない。
※ ｅ－ｂｏｏｋｉｎｇ の窓口が増えても、全体の利用率を上げたい（外船では本社の意向あり）。

・荷主との間で事前に包括運送契約（コントラクト）を締結し、船積みの都度、船腹予約を受けるのが通常。
※ 契約締結者の場合、貨物の内容・運搬先・航路等は経験上で承知しており、タイミングとロットのサイズだけを変更／確定するこ

とが多い。
※ 上記のような荷主とのやり取りは、電話・e-mail・Ｆａｘが 大宗。

・一見客は、ｒａｔｉｎｇ など料金算定が必要となる等、ｅ－ｂｏｏｋｉｎｇに馴染まない。

2. 荷 主 ・自社システムで船腹予約状況を管理する社では、取引船会社毎にＥＤＩ接続を構築する必要がありシステム構築が煩雑、船会社の選択
を広げ難い。
※ 自社システムと各船会社を接続する共通の通信インフラがあれば利用したい。

・自社でシステム開発せず e-mailの再利用等をしている社も、過去情報の再利用、複数の船会社に対し同一操作で船腹予約、予約情報
の保存が可能。

・海貨業者（フォワーダー）も一般荷主と同じ立場（包括運送契約を締結後、個別運送毎に船積み本船･日付、コンテナ本数を 予約）。
※ 予約は電話・Ｆａｘ等が大宗。

検討結果

船腹予約（ブッキング）業務のシステム化については、ＣＹ搬出入サブＷＧにおける検討の中で、『「ブッキング情報登録（ＢＫＲ）」業務や
「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録（ＳＩＲ）」業務等の情報連携、ブッキングフォーマットの統一化による荷主等の事務負担の軽減等が図れる』
として提案されたものである。当該提案を踏まえ、これまでのＷＧにおいて検討・整理された基本的な考え方は以下のとおりとなっている。

貨物 海上
第17回
第18回 ＷＧ
第20回

基本
Ⅳ‐６‐他

船腹予約業務のシステム化（２）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

３．業務フロー

貨物 海上
第17回
第18回 ＷＧ
第20回

基本
Ⅳ‐６‐他

船腹予約業務のシステム化（３）
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

４．業務概要

貨物 海上
第17回
第18回 ＷＧ
第20回

基本
Ⅳ‐６‐他

船腹予約業務のシステム化（４）

項番 業 務 名 業 務 概 要

① 【新規】
Ｅメールアドレス登録
（ＥＭＬ）

・ＢＲＲ業務実施時に出力する「船腹予約登録通知情報」等の通知メールのメール送信先として、船会社等が 利用者
コード、業務コード単位に最大５送信先分のe-mailアドレスを登録する。

・ＢＲＲ業務で入力するメール送信先のe-mailアドレスを事前に登録することにより、ＢＲＲ11業務での呼出しを可能と
する。

・本業務では登録済みのアドレスの訂正も可能とする。

【新規】
Ｅメールアドレス登録呼出し
（ＥＭＬ１１）

・利用者コード単位にＥＭＬ業務で登録したe-mailアドレスの情報を呼び出す。

② 【新規】
船腹予約登録
（ＢＲＲ）

・荷主、ＮＶＯＣＣ等が、船会社に対して船腹予約を行うための業務。
・新規登録時には「ブッキング申込番号」が払い出される。
・入力者と船腹予約の申し込み先（船会社等）には、「船腹予約登録通知情報」が出力される。

なお、事前に船会社等がＥＭＬ業務でメールアドレスを登録している場合（前記①）は、ＮＡＣＣＳの出力 情報とは
別にe-mailでも予約情報が配信される。

・本業務では、登録済みの船腹予約情報の訂正・取り消しも可能とする。
・本業務は、ｅｂＭＳ処理方式の対象とする。
・船腹予約登録通知情報はＥＤＩＦＡＣＴ対応とする。

【新規】
船腹予約登録呼出し
（ＢＲＲ１１）

・ブッキング申込番号をキーにして船腹予約情報を呼び出す。
・利用者コードをキーとして、ＥＭＬ業務で登録した船腹予約回答時の通知先メールアドレス情報をＢＲＲ画面に呼び出

す。

③-1 【新規】
船腹予約回答
（ＢＲＡ）

・荷主等からの船腹予約に対し、予約は受けられない旨（ＮＧ）を回答するための業務。
・ＢＲＲ業務で登録されたメールアドレス宛にe-mailによる船腹予約ＮＧ回答の通知を行う。
・本業務は、ＥＤＩＦＡＣＴ対応とする。

③-2 【既存】
ブッキング情報変更
（ＢＫＣ）

・ＢＲＲ業務に対するＮＧ回答をＢＫＣ業務でも実施可能とする変更を行う（ブッキング申込番号、記事欄のみ入力）。
・ＢＲＲ業務で登録されたメールアドレス宛にe-mailによる船腹予約ＮＧ回答等の通知を行う。
・ＢＫＲ後に船腹予約の回答を変更する場合も本業務を利用する。

④ 【既存】
ブッキング情報登録
（ＢＫＲ）

・ＢＫＲ業務の入力項目に「ブッキング申込番号」欄を追加する。
・船腹予約にかかる回答通知帳票を荷主宛てに出力する。なお、荷主等がＢＲＲ業務でメールアドレスを登録している場

合は、ＮＡＣＣＳの出力情報とは別にe-mailでも回答情報が配信される。
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

５．e-mail機能の概要

貨物 海上
第17回
第18回 ＷＧ
第20回

基本
Ⅳ‐６‐他

船腹予約業務のシステム化（５）

＜船会社／船舶代理店宛てに予約情報がe-mailで送信されるフロー＞

① 船会社等はＥＭＬ業務でメールアドレスを事前に登録。

② ＢＲＲ業務が行われた場合、ＥＭＬ業務での登録内容を参照して船会社等が指定し
たメールアドレス宛てにe-mail（船腹予約が行われた旨）が送信される。

＜荷主宛てに予約回答情報がe-mailで送信されるフロー＞

① ＢＲＲ業務において以下のいずれかの方法でメールアドレスを登録する。
ａ. 画面に直接メールアドレスを入力する。
ｂ. ＥＭＬ業務で事前に登録したメールアドレスを、ＢＲＲ１１業務で呼び出し

て自動補完する。

② ＢＫＲ業務等が行われた場合、ＢＲＲ業務での荷主が指定したメールアドレス宛て
にe-mail（船腹予約の回答結果）が送信される。

ＢＲＲ業務入力画面イメージ

ＥＭＬ業務入力画面イメージ

船腹予約登録通知情報
（10000000101）

船腹予約登録通知情報が登録されました。 以上。

「出力帳票名＋ブッキング申込番号」

任意の固定文言を出力。

送信されるe-mailのイメージ
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詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

６．ＳＩＲ業務におけるブッキング情報の活用について

貨物 海上
第17回
第18回 ＷＧ
第20回

基本
Ⅳ‐６‐他

船腹予約業務のシステム化（６）
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詳細仕様検討結果

＜現状＞
・ 船会社等がＮＡＣＣＳへ登録したデータを基に、港湾統計作成用データとして管理資料情報（「Ｋ０４ 輸入貨物デー

タ」「Ｋ０５ 輸出貨物データ」「Ｋ０６ 仮陸揚貨物データ」）を作成している。
・上記資料は、関係者の同意を得て、「みなと総合研究財団（ＷＡＶＥ）」経由で港湾管理者（７港湾）へ提供している。

① 港湾統計用データの提供方法について、港湾管理者に対し直接提供する方法を採用する。

② 港湾統計作成用データの収集条件等の見直しを行い、データの精度向上の検討を行う。（次頁の見直しを実施）

東京港
川崎港
横浜港

名古屋港
大阪港
神戸港

北九州港

港湾管理者
ＮＡＣＣＳ K04

K06

K05

その他

その他港湾統計対象港

船会社等

港湾管理者へ
の直接配信

Ⅸ 詳細仕様検討結果

共通 海上
第11回
第17回

第22回（補）
WG

基本
Ⅴ-3

港湾統計データの配信方法変更（１）

・ 一般財団法人みなと総合研究財団（ＷＡＶＥ）経由で港湾管理者に提供している「港湾統計作成用データ」について、
ＮＡＣＣＳから直接港湾管理者に提供する形式にする。
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Ⅸ 詳細仕様検討結果

課 題 要望の概要 検討結果 可否 ＷＧ

１．貨物量の桁ずれ 「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務等に
よって訂正された情報は港湾統計データに反
映していない。

ＳＡＩ業務等の貨物訂正業務を実施した際、当該訂正内容を
管理資料に反映する。

○ 第11回

２．品目の不適切な
入力及び品種コー
ドの漏れ

代表品目番号及び港湾統計用品目番号に入力
漏れが多い。また、品目には品種コードを特
定する事ができないような文字列が入力され
ている。

輸出については、少額申告の場合で代表品目が入力された場
合に管理資料に反映する。
輸入については、「出港前報告（ＡＭＲ）」業務により登
録された品目コードを管理資料に反映する。
（ただし、在来貨物、ＰＬコンテナはＡＭＲ対象外)

○ 第11回

３．同意書の入手 同意書がなければ配信できない。 現在同意されている利用者については、新たに同意を得るこ
とはしないこととする。新規に利用者となる船会社、船舶代
理店からの同意の意思表示は、簡素に行えるよう検討を行う。

○ 第11回

４．港情報の漏れ ＮＡＣＣＳで入力される港情報と、港湾統計
で必要な港情報の定義が異なっている。

輸入空コンテナについては「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」
業務により登録された船積港等（任意）を反映する。なお、
輸出空コンテナについては、利用者側への影響が大きいため
現状通りとする。

○
一部

第17回

５．仕出港コードの
配信について

仕出港の情報が配信対象となっていないため、
トランシップなどの情報を把握することがで
きない。

ＡＭＲ業務及び「出港前報告訂正（ＣＭＲ)」業務により登
録された仕出港コードを反映する。
(ただし、在来貨物、ＰＬコンテナは ＡＭＲ対象外)

○ 第17回

６．空コンテナの漏れ 空コンテナについては、登録が必ずしも実施
されていない。

空コンテナの仮陸揚処理の追加に伴い、品名・代表品目番
号・港湾統計用品目番号を固定値として下記の管理資料に反
映する。
・「港湾統計用輸入貨物データ（Ｋ０４）」
・「港湾統計用仮陸揚貨物データ（Ｋ０６）」

○ 第17回

7.配信漏れデータ 輸出及び仮陸揚データにおいては、船会社に
よる「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務時点で
収集対象となるが、ＣＣＬ業務がシステム上
は必須業務ではないため、ＣＣＬ業務が行わ
れないケースがあると想定される。

ＣＬＲ業務後における取消し（ＣＬＤ業務）は、ＣＬＲ業務
実施の２日後までに行われているケースが大半で、ＣＣＬ業
務は、多くの場合ＣＬＲ業務後３日以内に実施されている。
そのため、収集契機を「ＣＬＲ業務実施日から３日後」に変
更することにより、収集データの精度向上を図る。

〇 第22回
（補）

共通 海上
第11回
第17回

第22回（補）
WG

基本
Ⅴ-3

港湾統計データの配信方法変更（２）
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貨物 海上
第12回

ＷＧ
基本
Ⅳ-８ 業務名称の変更

・ 業務実態に合わない業務名称があるため、当該業務名称について見直しを実施する。

詳細仕様検討結果

以下のオンライン業務について、「次期システム」欄に記載のとおり、業務名称を変更する。

（注）上記の表は、基本仕様書Ⅳ-８に掲げる「オンライン業務について見直し」を行った結果を纏めたものであり、項番は基本仕様書に従う。

なお、項番９～13は欠番となっているが、該当業務は今後とも利用が見込めないこと等から次期において業務自体が廃止となるためである。

項番
現行システム 次期システム

業務コード 業務名 業務コード 業務名

１ ＡＣＬ０１ 船積確認事項登録（コンテナ船用） ＡＣＬ０１ ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用）

２ ＡＣＬ０３ 船積確認事項登録（コンテナ船用）（ＳＷＢ用）

３ ＡＣＬ０２ 船積確認事項登録（在来船用） ＡＣＬ０２ ＡＣＬ情報登録（在来船・自動車船用）

４ ＡＣＬ０４ 船積確認事項登録（在来船用）（ＳＷＢ用）

５ ＡＣＬ１１ 船積確認事項登録呼出し ＡＣＬ１１ ＡＣＬ情報登録呼出し

６ ＡＣＬ１２ 船積確認事項登録（ハウス単位）呼出し ＡＣＬ１２ ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出し

７ ＩＡＬ 船積情報照会 ＩＡＬ ＡＣＬ情報照会

８ ＩＡＣ 船積情報登録状況照会 ＩＡＣ ＡＣＬ情報登録状況照会

14 ＮＶＣ０１／０２ 混載貨物情報登録 ＮＶＣ０１／０２ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録

15 ＮＶＣ１１ 混載貨物情報登録呼出し ＮＶＣ１１ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録呼出し

16 ＩＮＶ 混載貨物情報照会 ＩＮＶ ハウスＢ／Ｌ貨物情報照会

17 ＣＴＳ 混載貨物確認登録 ＣＴＳ ハウスＢ／Ｌ貨物確認登録

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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貨物 海上
第15回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他
保税管理資料に影響のある業務の搬出入日チェック（１）

・ 「Ｇ01 輸入貨物搬出入データ」等の「搬入日」及び「搬出日」に影響のある入力業務において、データ入力日以外の
「過去日」又は「未来日」を入力した場合にワーニングを出力する等の見直しを実施する。

詳細仕様検討結果

・「Ｇ０１ 輸入貨物搬出入データ」 及び 「Ｇ０２ 輸出貨物搬出入データ」の「搬入日」 及び 「搬出日」に影響のある

入力業務において、以下の日付を入力した場合にワーニングメッセージを出力するように変更する。

（ 対象業務については、次頁を参照。）

１． データ入力日＋７日 ≦ 「搬入日」又は「搬出日」

→ ワーニングメッセージ「入力された年月日は７日以上未来の日付である。」

２．「搬入日」又は「搬出日」＋７日 ≦ データ入力日

→ ワーニングメッセージ「入力された年月日は７日以上過去の日付である。」

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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貨物 海上
第15回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他
保税管理資料に影響のある業務の搬出入日チェック（２）

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

業務
コード

業務名称 項目名称
現行
／次期

７日以上
過去日の場合

７日以上
未来日の場合

現行仕様

ＢＩＡ
ＢＩＢ
ＢＩＣ
ＢＩＤ
ＢＩＥ
ＢＩＦ
ＣＹＡ
ＣＹＢ
ＣＹＤ
ＣＹＥ
ＳＡＩ

搬入確認登録（保税運送貨物）
システム外搬入確認（輸入貨物）
搬入確認登録（輸出未通関）
搬入確認登録（輸出許可済）
システム外搬入確認（輸出許可済）
輸出貨物情報訂正
ＣＹ搬入確認登録
システム外ＣＹ搬入確認（コンテナ単位）
システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）
システム外ＣＹ搬入確認（一括搬入）
輸入貨物情報訂正

搬入年月日 現行 正常 エラー 前年同月日＜搬入年月日≦システム日

次期 ワーニング エラー

ＰＫＩ
ＰＫＫ

船卸確認登録（一括）
船卸確認登録（個別）

船卸開始年月日 現行 正常 エラー 前年同月日＜船卸開始年月日≦システム日

次期 ワーニング エラー

ＶＡＥ
ＶＡＨ
ＶＡＮ

バンニング情報登録（輸出管理番号単位）
バンニング・ＣＹ搬入情報登録
バンニング情報登録（コンテナ単位）

搬出年月日 現行 正常 エラー 搬出年月日≦システム日+２日

次期 ワーニング エラー

ＢＯＡ
ＢＯＢ
ＢＯＣ
ＣＹＯ

搬出確認登録（保税運送貨物）
搬出確認登録（貨物引取り）
搬出確認登録（輸出許可済）
ＣＹ搬出確認登録

搬出年月日 現行 正常 正常 ー

次期 ワーニング ワーニング

ＣＬＲ 船積情報登録 船積年月日 現行 エラー 正常 ① 積コンテナ・船積区分が「Ａ：積コンテ
ナリスト提出・船積処理」の場合
システム日≦船積年月日次期 エラー ワーニング

現行 正常 正常 ② 積コンテナ・船積区分が「Ｃ：船積処
理」の場合
前年同月日＜船積年月日次期 ワーニング ワーニング
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共通 海上
第14回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他
仮陸揚貨物の市内運送時の「保税運送（ＯＬＣ）」業務における価格入力

・ 現行、仮陸揚貨物の保税運送（市内運送）では、価格の入力が必須項目になっているが、一般の保税運送（市内運送）と
同様に、価格の入力を任意項目に変更する。

詳細仕様検討結果

ＯＬＣ業務の運送種別コードとして新たに「ＫＫ：仮陸揚貨物の市内運送」を設け、当該運送種別コードの入力がされた
場合は、価格入力を任意とするよう変更する。

Ⅸ 詳細仕様検討結果

価格入力は必須

価格入力は任意

ＮＲ：一般運送
ＥＡ：一般運送（船側発送で揚地詮議有の場合）
ＱＵ：検疫の経由運送
ＫＲ：仮陸揚貨物の運送

ＭＫ：市内運送
ＫＳ：簡易運送
ＡＵ：特定保税運送

ＮＲ：一般運送
ＥＡ：一般運送（船側発送で揚地詮議有の場合）
ＱＵ：検疫の経由運送
ＫＲ：仮陸揚貨物の運送

ＫＫ：仮陸揚貨物の市内運送
ＭＫ：市内運送
ＫＳ：簡易運送
ＡＵ：特定保税運送

新規コード追加

次期運送種別コード

現行運送種別コード

価格入力は必須

価格入力は任意

仮陸揚貨物の保税運送（市内運送）では、KRのみが選択
可能であり、当該コードが入力された場合は、価格入力
が必須となっている。
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貨物 海上
第15回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他
コンテナ番号のチェック機能の改善

・ 「バンニング情報登録（コンテナ単位）（ＶＡＮ）」業務等において入力されるコンテナ番号に対するチェック機能の
実施範囲を拡大する。

詳細仕様検討結果

Ⅸ 詳細仕様検討結果

C O N T 1 2 3 4 5 6 5 9

所有者コード ３桁 装置区分識別子 １桁 シリアルナンバー ６桁 チェックデジット １桁

ＶＡＮ業務画面

【次期】
先頭４桁が英字かつ12桁入力の場合は一律
コンテナチェックを実施するようＩＳＯコ
ンテナ番号チェックの処理を変更する。

・ 「バンニング情報登録（コンテナ単位）（ＶＡＮ）」・「バンニング情報登録（輸出管理番号単位）（ＶＡＥ）」業務に
おいて誤って12桁を入力した場合でも、先頭４桁が英字のコンテナ番号が入力された場合はＩＳＯコンテナ番号チェック
を実施する。

・ＩＳＯコンテナ番号チェック機能を「バンニング・ＣＹ搬入情報登録（ＶＡＨ）」業務にも実装する。

【現行】
「CONT12345659」のように11桁までは正
しいＩＳＯコンテナ番号体系となっているが、
桁数が12桁の場合はチェックデジットエラー
とならず、ダイアログは表示されない。
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詳細仕様検討結果

貨物 海上
第17回

WG
基本

Ⅳ‐６‐他
管理資料「Ｇ11：卸コンテナリスト取扱一覧データ」等の変更

・卸コンテナリスト及び積コンテナリストの提出件数及び開庁時間外貨物積卸届の件数を出力するよう仕様を変更する。

Ⅸ 詳細仕様検討結果

現 行

次 期

「Ｇ１１：卸コンテナリスト取扱一覧データ」及び「Ｇ１２：積コンテナリスト取扱一覧データ」の共通部に提出件数及び開庁
時間外貨物積卸届の件数を新規に出力する。

「Ｇ１１：卸コンテナリスト取扱一覧データ」及び「Ｇ１２：積コンテナリスト取扱一覧データ」に提出件数及び開庁時間外貨
物積卸届の件数は出力されない。

件数を出力
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貨物 海上
第11回

ＷＧ
基本

Ⅳ-6-他 保税運送承認番号の複数件入力について

・ 「システム外搬入確認（輸入貨物）（ＢＩＢ）」業務において、複数のボートノートでの同時搬入の場合、保税運送承認
番号欄の入力桁数が１１桁であり全てのボートノート番号が入力できないため、必要な改善を行う。

詳細仕様検討結果

「システム外搬入確認（輸入貨物）（ＢＩＢ）」業務の保税運送承認番号欄の入力桁数を３０桁に増やすことにより、
複数のボートノート番号の入力を可能とする。

入力桁数を３０桁に増やす

保税運送承認番号の桁数増加に伴い、下記のオンライン業務及び管理資料のレイアウト変更等を実施する。

・輸入貨物情報訂正業務【ＳＡＩ／ＳＡＩ１１】
・システム外搬入確認取消業務（呼出し）【ＢＩＸ／ＢＩＸ１１】
・貨物情報照会業務（入出庫管理情報）【ＩＣＧ】
・Ｇ０１ 輸入貨物搬出入データ【管理資料】
・Ｇ０２ 輸出貨物搬出入データ【管理資料】

Ⅸ 詳細仕様検討結果
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詳細仕様検討結果

貨物 海上
第22回

WG
基本

Ⅳ‐６‐他
管理資料「Ｇ０３：保税運送申告一覧データ」のＣＹへの配信

・管理資料「保税運送申告一覧データ」の配信先にＣＹを追加する。

Ⅸ 詳細仕様検討結果

項
番

項 目 内 容

１ 検討課題 管理資料「Ｇ０３：保税運送申告一覧データ」のＣＹへの配信

２ 要望内容 現状、ＣＹにおいても保税運送申告を行うことがあるが、管理資料「Ｇ０３：保税運送申告一覧デー
タ」の配信先にＣＹが含まれていないため、保税運送申告の件数等の照合作業は手作業で行っている。

照合作業等の効率化のため、本管理資料の配信先にＣＹを追加していただきたい。

（現行の配信先）保税蔵置場、通関業、海貨業

3 検討結果 管理資料「Ｇ０３：保税運送申告一覧データ」の配信先にＣＹを追加する。
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